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は じ め に 

 

今日、人口減少や少子高齢化の進行、家族形態や就業状況の変化などの影響

により、私たちを取り巻く社会経済情勢は大きく変化しています。 

このような社会に対応していくためには、職場、家庭、地域社会等のあらゆ

る場面で、男女が自らの意思に基づいて、多様な生き方を選択でき、さらにそ

の個性と能力を十分に発揮できる社会の実現がますます重要であると考えて

います。 

 

本県では、平成 29 年度からの５年間を計画期間とする「第３次新潟県男女

共同参画計画（男女平等推進プラン）」を策定し、「男女が共に参画し、多様な

生き方が選択できる社会の実現」を目標に、職場、地域、家庭などあらゆる場

面において男女共同参画が進展するよう、様々な施策展開を図っています。 

また、男女共同参画社会の実現には、行政はもちろんのこと、県民の皆様一

人ひとりが、男女共同参画を身近な問題として認識し、一体となった取組を推

進することが必要です。 
 
本書は、「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例」に基づき、本県

の男女平等社会の形成の推進状況についての年次報告として作成しているも

のであり、多くの皆様に活用され、男女平等社会の形成の推進に向けて理解を

深める一助となれば幸いです。 

 

 

 

令和２年２月 

 

新潟県知事 花角 英世 
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基本
目標

重点目標 施策の基本的方向

(1)
男女平等社会の形成についての理解を深めるための広報・啓発活動を推進しま
す

(2) 各種団体等と連携し、広報・啓発活動を推進します

(3) メディアを活用し、県民に対する啓発活動を推進します

(4)
メディアを通じて流れる様々な情報を主体的に収集、判断する能力、また適切
に発信する能力を育成します

(1) 社会制度、慣行等を男女平等の視点で点検し、実態把握と啓発に努めます

(2) 男女共同参画に関する調査や情報収集を行い、課題を整理し、提供します

(1) 学校等における男女平等を推進する教育・学習を充実します

(2) 教職員等の研修を充実します

(1) 男女平等意識を高めるための学習機会を提供します

(2)
性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、個性と能力を十分に発揮した
生き方を選択できるよう、学習機会の充実や学習情報の提供に努めます

(3) 学習活動を支援する指導者等の人材の養成に努めます

(4) 男女平等意識を育む家庭教育を推進します

(1)
ドメスティック・バイオレンスや性暴力など女性に対する暴力の根絶に向けた
意識啓発と防止のための環境づくりを推進します

(2)
ドメスティック・バイオレンスや性暴力など女性に対する暴力の実態を把握
し、被害女性の相談や保護・支援を行います

(3) セクシュアルハラスメントの防止に向けた取組を推進します

(1) 生涯を通じた女性の健康の維持・増進対策を充実します

(2)
妊娠・出産等に関する健康の維持・増進を支援するとともに、性と生殖に関す
る健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）についての知識の普及に
努めます

７
国際的な男女共同参
画の取組の理解

(1) 男女共同参画に関する国際的な動向や国際社会の取組への理解を促進します

(1) 県の審議会等への女性登用を推進します

(2) 女性県職員・教職員の育成・登用を推進します

(3) 市町村の政策・方針決定過程への女性の参画を促進します

(4)
企業、団体、地域等あらゆる場における方針決定過程への女性の参画を促進し
ます

(1) あらゆる分野に参画できる女性人材を育成します

(2) 女性の起業など様々なチャレンジを支援します

(3) 女性の人材に関する情報を収集、整備し、提供します

(4) 女性団体等への活動支援を充実します

(1)
雇用分野における男女の均等な機会と待遇の確保など、職業生活において女性
が能力を発揮できる環境の整備を促進します

(2)
女性の職業能力の開発を支援するとともに、能力発揮のための積極的改善措置
（ポジティブ・アクション）の取組を促進します

(1) 農林水産業・商工業等自営業における女性の経営参画・社会参画を推進します

(2)
農林水産業における女性の経営参画に向けた資質向上や環境整備を推進すると
ともに、関係者への情報提供に努めます

(3)
商工業等の家族経営に関わる女性の労働・生活環境の整備を促進するととも
に、能力が十分発揮できるよう情報提供に努めます

男女が共に参画し、多様な生き方が
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※　　　　　　・・・本計画で包含している女性活躍推進計画の該当項目

基本
目標

重点目標 施策の基本的方向

(1)
仕事と生活の調和の実現に向けた社会的機運醸成のための意識啓発を推進しま
す

(2) 仕事と子育てや介護との両立のための制度の普及・定着を促進します

(3) 多様な形態の働き方を可能とする就業環境の整備を促進します

(4) 職場におけるあらゆるハラスメントの防止に向けた取組を推進します

(1) 男性にとっての男女共同参画の意義についての理解を促進します

(2) 男性の家事・育児・介護等への参画を促進します

(3) 男性が抱える困難への対応を充実します

(1) 多様なニーズに対応した保育サービスや放課後児童対策の充実を促進します

(2) 地域における子育て支援を充実します

(3) 子どもの人権を擁護し、子どもにとって安全で安心な環境の整備を推進します

(1) 高齢者、障害者の社会参画を支援します

(2) 高齢者が安心して暮らせる介護体制の整備を促進します

(1) 生活困窮者の自立の促進を支援します

(2) ひとり親家庭への支援を充実します

(1) 地域における男女共同参画を促進します

(2) 防災・災害復興分野における男女共同参画を促進します

(3) 環境保全の取組への男女共同参画を促進します

1 総合的な推進体制及び機能の充実

2 計画の進行管理と調査・情報収集

3 市町村や国の関係機関との連携

4 県民、事業者、ＮＰＯ、ＮＧＯ等各種団体との連携・協働

選択できる社会の実現に向けて

４

計 画 の 推 進

高齢者、障害者の社
会参画と介護体制の
充実

５

地域や防災・災害復
興分野等における男
女共同参画

Ⅲ
男
女
が
共
に
参
画
し
、

多
様
な
生
き
方
が
選
択
で
き
る
社
会
づ
く
り

６

貧困等により困難を
抱えた男女が安心し
て暮らせる環境の整
備

１

男性中心型労働慣行
等を見直し、仕事と
生活の調和（ワー
ク・ライフ・バラン
ス）を可能とする就
業環境の充実

３

男性にとっての男女
共同参画

子育て環境の充実

２



 
 

【第 3 次新潟県男女共同参画計画 指標一覧】 

①計画の推進状況を的確に把握し実効性を高めるため、重点目標ごとに『目標指標』 

を設定し、達成を目指す目標数値等を定めて取り組む。 

②併せて、男女共同参画社会の形成状況を把握するための『参考指標』を設定し、 

継続して数値を調査していく。 

 

１ 目標指標  

指標及び目標を性質によって以下のように分類・設定 
  

指
標 

成果指標（ｱｳﾄｶﾑ） 計画の実施を通じて県が目指す状態を表す指標 

行政活動指標 

（ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） 

計画の下での施策への取組状況と、目指す状態につながる

結果が生まれているかを表す指標 

目
標 

推進目標 県が政策手段をもって達成を目指す目標 

協働目標 県民や事業所等他団体の取組と相まって達成を目指す目標 

 

項目 現況値 目標数値等 指標 目標

配偶者暴力に関する相談機関の認知度
49.9%

（H28）
増加 行 推

乳がん検診受診率
50.9%

（H25）

60%

（H32）
行 協

子宮がん検診受診率
46.5%

（H25）

50%

（H32）
行 協

７
国際的な男女共同参画

の取組の理解

「女子差別撤廃条約」の周知度（内容を知っている

又は聞いたことがある人の割合）

32.2%

（H28）
増加 成 協

県民アンケート（男女平等

社会推進課調べ）

県民アンケート

（男女平等社会推進

課調べ）

県民アンケート

（児童家庭課調べ）

健康寿命：健康日本21

（第二次）推進専門委員会

資料

平均寿命：平成25年新潟

県簡易生命表

国民生活基礎調査

成

　・健康寿命

　　74.79年

　　（H25）

　・平均寿命と

　　健康寿命の差

　　11.98年

　　（H25）

成

６
生涯を通じた女性の健

康づくり

男女の地位の平等について、「男性の方が

優遇されている」という回答割合が３割を

超えている項目

女性の健康寿命の延伸

健康寿命の

伸びが平均

寿命の伸び

を上回る

33.6%

（H28）
減少

全講座で

95%以上

協

５
女性に対するあらゆる

暴力の根絶

過去２年間に配偶者からの暴力を受けたこ

とのある者の割合

増加

男女平等社会推進課

調べ

県、市町村、大学等が県民に提供している

学習講座等の受講者数

1,300

千日人

（H27）

1,400

千日人
行 協 生涯学習推進課調べ

99.2%

（H27）

（公財）新潟県女性財団が主催する研修事

業の受講者に占める満足者の割合
成 協

62.1%

（H28）

成 協
61.3%

（H28）

協
65.8%

（H28）

85%

（H33）
行

２

男女平等の視点に立っ

た社会制度・慣行等の

見直し

１

協成

減少

男女平等意識の浸透

6/7項目

（H28）

「社会慣習（しきたり）」における男女の

地位の平等で、「男性の方が優遇されてい

る」とする人の割合

学校等における男女平

等教育の深化

男女共同参画に関する周知度（内容を知っ

ている又は聞いたことがある人の割合）

４
男女平等に関する学習

機会の確保

【基本目標Ⅰ　男女平等を推進する社会づくり】

重点目標

成 協

減少

協

資料出所等

３
「学校教育」における男女の地位の平等

で、「平等」とする人の割合

・「指標」 ・「目標」
成･･･成果指標 推･･･推進目標

行･･･行政活動指標 協･･･協働目標



 
 

 

項目 現況値 目標数値等 指標 目標

県の審議会等への女性の登用率
38.5％

（H28）
40%以上
（H32以降）

成 推
男女平等社会推進課

調べ

管理・監督的業務に従事する者に占める女

性の割合

14.3%

（H27）

21%

（H33）
成 協

新潟県賃金労働時間

等実態調査

「職場の中で」における男女の地位の平等

で、「男性の方が優遇されている」とする

人の割合

54.1%

（H28）
減少 成 協

県民アンケート（男

女平等社会推進課調

べ）

所定内賃金の男女格差
76.9%

（H27）
縮小 成 協

新潟県賃金労働時間

等実態調査

従業員数300人以下の企業のうち、「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律」に規定する事

業主行動計画の届出企業数

20社

（H28）

150社

（H33）
行 協

女性活躍推進法に係

る一般事業主行動計

画策定届出状況

家族経営協定締結農家数
1,534戸

（H27）

1,800戸

（H33）
成 協 経営普及課調べ

項目 現況値 目標数値等 指標 目標

育児休業取得率（男性）
3.2%

（H27）

4%

（H31）
成 協

育児休業取得率（女性）
98.4%

（H27）

95%

(H31)
成 協

1.93%

（H28）

全国平均を上回

る
成 協

全国第31位

（H28）

前年度の全国順

位を上回る
成 協

シルバー人材センターの会員数
21,529人

（H27）
増加 成 協

（公社）新潟県シルバー人材

センター連合会提供資料

自立相談支援機関の新規相談件数
3,508件

（H27）
増加 行 協

生活困窮者自立支援制度の

支援状況調査

ひとり親家庭等就業・自立支援センターに

おける相談者に占める就職者の割合

25.8%

（H27）
増加 行 推

県ひとり親家庭等就業・自

立支援センター実績報告

自治会長に占める女性の割合
3.3%

（H28）

4.5%

（H33）
成 協

内閣府男女共同参画

局調べ

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

を行うことを目的とするＮＰＯ法人数

63法人

（H28）
増加 成 協 県民生活課調べ

男女平等社会推進課

調べ

県民アンケート（男女平等

社会推進課調べ）

少子化対策課調べ

少子化対策課調べ

障害者雇用状況報告

【基本目標Ⅲ　男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり】

県が支援を行う女性農業者の起業数
19起業

（H27）
増加

男女平等社会推進課

調べ

新潟県賃金労働時間

等実態調査

経営普及課調べ

県民アンケート（男

女平等社会推進課調

べ）

資料出所等

行 協

推
25.0%

（H28）
増加 成

協

延べ

10,088人

（H33）

行 協

県防災会議委員に占める女性割合

５

貧困等により困難を抱

えた男女が安心して暮

らせる環境の整備

６

地域や防災・災害復興

分野等における男女共

同参画

高齢福祉保健課調べ

４
高齢者、障害者の社会

参画と介護体制の充実

新潟県高齢者大学修了者数

防災企画課調べ

延べ

8,216人

（H27）

増加

３ 子育て環境の充実

障害者の実雇用率（民間企業）

協

放課後児童クラブ支援単位数
613

（H28）
増加 成

成病児保育事業実施箇所数
41

（H28）

増加 成 協

行 協
1,080社

（H33）

２
男性にとっての男女共

同参画

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであ

る」という考え方に反対の男性の割合

１

男性中心型労働慣行等

を見直し、仕事と生活

の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）を可能

とする就業環境の充実 ハッピー・パートナー企業(新潟県男女共

同参画推進企業)登録数

780社

（H28）

36.2%

（H26）

４

農林水産業、商工業等

自営業における男女共

同参画

重点目標

３

雇用等の分野における

男女均等な機会と待遇

の確保

協

県や（公財）新潟県女性財団が実施する、

働く女性の能力向上を図るためのセミナー

受講者数

109人

（H28）
毎年度

100人以上
協

（公財）新潟県女性財団が主催する研修事

業の女性受講者に占める満足者の割合

99.2%

（H27）

２
女性の能力の開発・発

揮

行

54.6%

（H28）
減少 成

全講座で

95%以上
成

協

１
政策・方針決定過程へ

の女性の参画の拡大

「政治経済活動の場で」における男女の地

位の平等で、「男性の方が優遇されてい

る」とする人の割合

【基本目標Ⅱ　女性が活躍できる社会づくり】

重点目標 資料出所等



 
 

２ 参考指標 

 
 

【基本目標Ⅰ　男女平等を推進する社会づくり】

女性福祉相談所の相談件数 件 H27 1,161

　うち配偶者間の暴力関係相談件数 件 H27 241

配偶者暴力認知件数（新潟県） 件 H27 1,106 警察本部調べ

骨粗しょう症検診実施市町村数（新潟県） － H26 20／30 にいがたの生活習慣病

10代の人工妊娠中絶実施率（新潟県）(15～19歳の女子人口千対） ‰ H27 4.5 衛生行政報告例（年度報）

周産期死亡率（新潟県）（出産千対） ‰ H27 3.7 人口動態統計

市町村の審議会等への女性の登用率（新潟県） ％ H28 26.8 男女平社会推進課調べ

新潟県職員の管理職女性登用率（本庁） ％ H28 9.1

新潟県職員の管理職女性登用率（地域機関） ％ H28 10.2

校長に占める女性の割合（公立小学校）（新潟県） ％ H27 16.8

教頭に占める女性の割合（公立小学校）（新潟県） ％ H27 16.5

校長に占める女性の割合（公立中学校）（新潟県） ％ H27 5.7

教頭に占める女性の割合（公立中学校）（新潟県） ％ H27 8.1

校長に占める女性の割合（公立高等学校）（新潟県） ％ H27 2.3

副校長・教頭に占める女性の割合（公立高等学校）（新潟

県）
％ H27 8.1

新潟県職員採用試験受験者に占める女性の割合 ％ H27 38.2

　うち、大卒程度採用試験受験者に占める女性の割合 ％ H27 35.8

　うち、短大卒程度採用試験受験者に占める女性の割合 ％ H27 100.0

　うち、高卒程度採用試験受験者に占める女性の割合 ％ H27 50.0

新潟県職員採用者に占める女性の割合 ％ H27 45.0

　うち、大卒程度採用者に占める女性の割合 ％ H27 43.0

　うち、短大卒程度採用者に占める女性の割合 ％ H27 100.0

　うち、高卒程度採用者に占める女性の割合 ％ H27 71.4

新潟県議会議員に占める女性議員の割合 ％ H28 5.7

市町村議会議員に占める女性議員の割合（新潟県） ％ H28 9.0

新潟県議会議員選挙における立候補者に占める女性の割合 ％ H27 11.0

市町村議会議員選挙における立候補者に占める女性の割合

（新潟県）
％ H27 10.0

農業就業人口に占める女性の割合（新潟県） ％ H27 47.7 農林業センサス

複数の女性農業委員のいる農業委員会数（新潟県） － H28 24/35 農業総務課調べ

女性の認定農業者数（新潟県） 人 H27 442 農林水産省調べ

単位 現況値 資料出所等

児童家庭課調べ

生涯を通じた女性の健康づ

くり

新潟県職員採用試験の

状況

農林水産業、商工業等自営

業における男女共同参画

地方公共団体の議会の

議員及び長の所属党派

別人員調

政策・方針決定過程への女

性の参画の拡大

単位

市町村課調べ

学校基本調査

人事課、警察本部調べ

項目

項目

重点目標

女性に対するあらゆる暴力

の根絶

現況値

【基本目標Ⅱ　女性が活躍できる社会づくり】

重点目標 資料出所等



 
 

 

【基本目標Ⅲ　男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり】

所定外労働時間数（男性） 時間 H27 13.5

所定外労働時間数（女性） 時間 H27 6.0

新潟県職員の育児休業取得率（男性）(知事部局) ％ H27 12.1 人事課調べ

新潟県職員の育児休業取得率（男性）(教育庁) ％ H27 4.9 教育庁調べ

新潟県職員の育児休業取得率（男性）(病院局) ％ H27 0.0 病院局調べ

新潟県職員の育児休業取得率（女性）(知事部局) ％ H27 100.0 人事課調べ

新潟県職員の育児休業取得率（女性）(教育庁) ％ H27 100.0 教育庁調べ

新潟県職員の育児休業取得率（女性）(病院局) ％ H27 100.0 病院局調べ

男性の家事参画度（新潟県）
(女性が費やす時間を100とした場合の男性の費やす時間の割合)

％ H23 11.3

男性の育児参画度（新潟県）
(女性が費やす時間を100とした場合の男性の費やす時間の割合)

％ H23 20.5

延長保育を実施している保育所のか所数（新潟県） か所 H27 699

休日保育を実施している保育所のか所数（新潟県） か所 H28 36

一時預かり事業を実施しているか所数（新潟県） か所 H27 467

地域子育て支援拠点のか所数（新潟県） か所 H28 203

ファミリー・サポート・センターか所数（新潟県） か所 H28 21

ファミリー・サポート・センターの会員数（新潟県） か所 H28 7,242

子どもに対する虐待相談対応件数（新潟県） 件 H27 1,020 児童家庭課調べ

【計画の推進】

単位

市町村男女共同参画条例制定率（新潟県） ％ H28 30.0

市町村男女共同参画計画策定率（新潟県） ％ H28 66.7

新潟県男女平等推進相談室の相談件数 件 H27 2,189

合計特殊出生率（新潟県） 人 H27 1.44 人口動態統計

重点目標 資料出所等

項　　目

男女平等社会推進課調

べ

項目

資料出所等

単位 現況値

現状

子育て環境の充実
少子化対策課調べ

男性中心型労働慣行等を見

直し、仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バラン

ス）を可能とする就業環境

の充実

新潟県賃金労働時間等

実態調査

男性にとっての男女共同参

画
社会生活基本調査
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Ⅰ 「第３次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進 

プラン）」の達成状況 
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目標数値（令３）
〇〇％

目標（令３）
減 少

■ ページの見方 

「第３次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」においては、計画の進

行管理を実施し、公表することとしています。 

ここでは、重点目標別に、新潟県における男女共同参画の現状（本書作成時点でそ

れぞれの指標等において把握している数値※）を掲載しています。 

※過去に公表した数値において誤り等があったものは、適宜修正しています。 
 

     
 
 

 
計画の目標達成に向けて、重点目標ごとに指標を設定し、その達成状況を

公表するもの。 
※ 本報告書では、概ね次のように表記してあります。 
            

 
◆ 男女共同参画に関する周知度（内容を知っている又 
は聞いたことがある人の割合） 

 
 
                ◆ 「社会慣習（しきたり）」における男女の地位の平等 

で、「男性の方が優遇されている」とする人の割合 

 
 
 

 
男女共同参画社会形成の状況把握のため設定し、その状況を調査し、公表する

もの。 
※ 本報告書では、次のように表記してあります。 

 
◇市町村の審議会等への女性の登用率 

 
  

目標指標

参考指標

参考指標



4 

計 画 の 達 成 状 況 の 概 要 

 

 本書は、「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例」に基づく年次報告で

あり、「第３次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」（以下「計画」と

いう。）の指標等について、主に平成 30 年度の現状等をまとめたものである。 

 

 

■「基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり」に関する指標の達成状況 

○ 家庭、学校教育、地域社会、職場や社会慣習など７項目について男女の地位

の平等感を調査した結果、「男性の方が優遇されている」という回答割合が３

割未満となった項目は「学校教育の場」と「家庭」の２項目であり、他の５項

目は依然として３割を超えている状況であった。特に「社会慣習（しきたり）」

では、「男性の方が優遇されている」という回答割合は全体の 64.4％となって

おり、前年度に比べ増加している。依然として多くの場面において、男性の方

が優遇されているという意識が高い状況にある。 

 ○ 女性に対するあらゆる暴力の根絶においては、「過去２年間に配偶者からの

暴力を受けたことのある者の割合」は 36.4％であり、前年度に比べその割合は

微減した。大きな減少が見られないのは、「配偶者からの暴力」に対する認知

度が高まり、訴える人が増えたことも一因と考えられる。 

○ 生涯を通じた女性の健康づくりについて、がん検診受診率の向上は見られる

ものの、乳がん検診や子宮がん検診の受診率はおおむね横ばいで推移している。

また、10 代の人工妊娠中絶実施率は 3.5‰と年々減少している。 

 

■「基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり」に関する指標の達成状況 

○ 政策・方針決定過程への女性の参画状況について、「新潟県の審議会等への

女性の登用率」は令和元年６月１日時点で 37.5％であり、前年に比べ 0.9 ポイ

ント減少した。また、県内事業所における「管理・監督的業務に従事する者に

占める女性の割合」は、平成 30 年７月 31 日現在で 14.4％であり、前年に比べ

1.0 ポイント増加したものの、女性の管理職への登用率は男性に比べて依然と
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して低い水準にある。 

○ 職場における男女の地位の平等については、「男性の方が優遇されている」

とする人の割合は全体で 53.8％であり、前年度に比べ 1.2 ポイント増加した。

特に女性では 63.0％となっており、男性に比べその割合は高い状況となってい

る。また、男性を 100 とした場合の女性の所定内賃金は 76.7 であり、横ばい

で推移している。 

 

■「基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり」に関

する指標の達成状況 

 ○ 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に反対（考え方

を支持しない）の男性の割合は全体で 51.0％であり、前年に比べ 0.3 ポイント

増加しており、近年はその割合が増加傾向にある。 

○ 男女共に、仕事と家庭生活等を両立できる職場環境づくりについて、平成 30

年度末のハッピー・パートナー企業（新潟県男女共同参画推進企業）の登録数

は 965 社となった。近年は登録数が増加傾向にあり、企業等における男女共同

参画に対する意識が一定程度浸透してきていると考えられる。一方、県内事業

所における「育児休業取得率」は、女性の取得率が 95.7％、男性の取得率は

3.8％であった。また、家事・育児に男性が費やす時間は、家事 23 分、育児 47

分（平成 28 年調査）となっており、依然として女性が家事・育児の多くを担

っている状況である。 

 ○ 子育て環境の充実については、目標指標の「放課後児童クラブ支援単位数」、

「病児保育事業実施箇所数」、参考指標の「延長保育を実施している保育所の

箇所数」が増加しており、環境整備が促進されてきている。 

  

 今後も、家庭、学校教育、職場、地域社会等、様々な場面において男女平等社会

の形成推進のための周知・啓発活動を展開するとともに、男性にとっての男女共同

参画の意義の啓発等を推進し、男性が家事・育児・介護等に参画しやすい環境整備

など、男女ともにワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境の整備等を促進

していく必要がある。 



6 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 指 標 の 達 成 状 況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

資料：

【県民意識調査（平成23、27年度）】

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」

　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人～3,000人に

    回答依頼、集計。

【県民アンケート調査（平成24～26、28～30年度）】

　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成24～26、28年度）

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」（平成29、30年度）

　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。

※　「家庭」、「職場」、「社会慣習（しきたり）」、「法律・制度」、「政治経済活動」、

　「学校教育」、「地域社会」の７分野において「男性が優遇されている」と感じる意識割

　合が減っていくことが、各分野の男女平等につながっていくことを示すためのものである。

基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 
  重点目標１ 男女平等意識の浸透 

 
【目標に対しての達成状況】 
平成 30 年度に実施した「県

民アンケート調査」によると、

男女の地位の平等について、７

項目のうち５項目で「男性の方

が優遇されている」と回答した

人の割合が３割を超えている。

前年度より「家庭の中」が３割

以下となったため、１項目減少

したものの、「家庭の中」、「学

校教育の場」以外の項目では依

然として３割を超えている。 

 

 

【今後の取組の方向等】 
男女が自らの意思によって

社会のあらゆる分野の活動に

参画できるよう、あらゆる機会

や多様な媒体等を通じた広

報・啓発を行うなど、様々な視

点から施策を実施していく。 

 

 
◆ 男女の地位の平等について、「男性の方が優遇されている」とい

う回答割合が３割を超えている項目（新潟県） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

【目 標】
減 少

◆参考：平成30年度「県民アンケート調査」結果概要
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◆参考：「男性の方が優遇されている」という回答割合
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 
  重点目標１ 男女平等意識の浸透 

 

【目標値に対しての達成状況】 

平成 30 年度に実施した「県

民アンケート調査」によると、

男女共同参画社会という用語

について、内容まで知っている

又は聞いたことがある人の割

合は全体で 67.5％であり、前年

度に比べ1.2ポイントの減少と

なったが、女性への周知度は増

加傾向にある。 

 

 

【今後の取組の方向等】 

引き続き、あらゆる機会や多

様な媒体を通じた広報・啓発活

動により、男女共同参画社会に

ついての周知を図る。 

 

 

 

 
◆ 男女共同参画に関する周知度（内容を知っている又は聞いたこと

がある人の割合）（新潟県） 
 

 

【関連事業】  Ｐ54 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.１～16 

 
 
 
 
 
 
 
 

目標数値（令３）
85％

【県民意識調査】 【県民アンケート調査】 

資料：

【県民意識調査（平成23、27年度）】
　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」

　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人～3,000人に
　　回答依頼、集計。

【県民アンケート調査（平成24～26、28～30年度）】

　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成24～26、28年度）
　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」（平成29、30年度）

　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 
  重点目標 2 男女平等の視点に立った社会制度・慣行等の見直し 

 

【目標に対しての達成状況】 

平成 30 年度に実施した「県

民アンケート調査」によると、

「社会慣習（しきたり）」にお

ける男女の地位の平等で、「男

性の方が優遇されている」とす

る人の割合は、全体で 64.4％と

なり、前年度に比べ 2.1 ポイン

ト増加した。近年、若干増加傾

向にある。 

依然として「男性の方が優遇

されている」とする意識が高い

傾向にあり、一人一人の意識の

変革に時間を要している。 

 

【今後の取組の方向等】 

男女が自らの意思によって

社会のあらゆる分野の活動に

参画できるよう、男女平等の視

点に立った社会制度・慣行等の

見直しについて情報提供や啓

発を推進していく。 

 
◆ 「社会慣習（しきたり）」における男女の地位の平等で、「男性の

方が優遇されている」とする人の割合 
 

 

【関連事業】  Ｐ54,55「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.17～25 

 
 
 
 
 
 
 
 

【目 標】
減 少

　【県民意識調査】 　　　 【県民アンケート調査】

資料：

【県民意識調査（平成23、27年度）】

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」

　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人～3,000人に

　　回答依頼、集計。

【県民アンケート調査（平成24～26、28～30年度）】

　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成24～26、28年度）

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」（平成29、30年度）

　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 
  重点目標３ 学校等における男女平等教育の深化 

 

【目標に対しての達成状況】 

平成 30 年度に実施した「県

民アンケート調査」によると、

「学校教育の場での男女の平

等感」は、全体で 56.7％であり、

前年度に比べ3.4ポイント減少

した。 

また、男女別にみると、男性

が 63.5％、女性が 50.0％で、

前年度と比べて男性は2.2ポイ

ント減少し、女性は 4.5 ポイン

ト減少した。 

男性と比較して女性の割合

が総じて低くなっている。 

 

 

【今後の取組の方向等】 

学校における教育活動の中

で、引き続き、性別による固定

的役割分担意識にとらわれな

いよう配慮し、男女平等教育を

推進していく。 

 

 
◆ 「学校教育」における男女の地位の平等で、「平等」とする人の

割合 

 

【関連事業】  Ｐ55 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.26～43 

 
 
 
 
 
 
 
 

【目 標】
増 加

　【県民意識調査】 　　【県民アンケート調査】

資料：

【県民意識調査（平成23、27年度）】

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」

　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人～3,000人に
　　回答依頼、集計。

【県民アンケート調査（平成24～26、28～30年度）】

　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成24～26、28年度）

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」（平成29、30年度）

　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 
  重点目標４ 男女平等に関する学習機会の確保 

 
【目標値に対しての達成状況】 

満足者の割合は目標数値を

上回るとともに、アンケート回

答率も増加傾向にある。 

 

【今後の取組の方向等】 

時事的なテーマ提供を行う

など、常に見直しを行い、内容

の質を維持しつつ、受講者数を

更に増やすよう取組を続けて

いく。 

また、地域展開による受講機

会の増加を促進する。 

◆ 公益財団法人新潟県女性財団が主催する研修事業の受講者に占

める満足者の割合 

 

 
【目標値に対しての達成状況】 
 平成 30 年度の受講者数は、 

1,684 千日人であり、前年度に

比べ 359 ポイント増加した。 

 

【今後の取組の方向等】 
県立生涯学習推進センター

における「いきいき県民カレッ

ジ」の受講者数を増加させるた

め、受講者のニーズに応じた魅

力的な講座を実施するととも

に、周知のための広報活動に力

を入れる。 

平成 29 年度からスタートし

た「成果活用」型の取組をより

一層拡充し、住民の学習意欲の

向上に結び付けていく。 

◆ 県、市町村、大学等が県民に提供している学習講座等の受講者数 
（新潟県） 

 
 

【関連事業】  Ｐ56 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.44～54 

目標数値
95％以上

　　　※本調査は平成27年度から実施

資料：公益財団法人新潟県女性財団調べ

※満足者割合は、受講者のうち、アンケートで「とても参考になった」、

「参考になった」と回答した受講者の割合
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

重点目標５ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 
【目標に対しての達成状況】 
過去２年間に配偶者からの暴力を

受けたことのある者の割合は、平成

30 年度は 36.4％であり、前年度と比

べ 1.3 ポイント減少した。 

「配偶者からの暴力」に対する認知

度が高まり、訴える人が増えたことも

大きな減少が見られない一因と考え

られる。 

【今後の取組の方向等】 
暴力根絶には継続的な啓発活動な

どが不可欠であり、引き続き、配偶者

暴力防止の啓発活動を推進するとと

もに、相談窓口の認知度を高め、制度

の活用を図る。 

 
◆ 過去２年間に配偶者からの暴力を受けたことのある者の 

割合 
 

 

 
 

【目標に対しての達成状況】 
配偶者暴力に関する相談機関の認

知度は、平成30年度は61.1％であり、

前年度に比べ 5.2 ポイント減少した

が、相談機関を周知する啓発活動など

により認知度は上昇傾向にあるもの

と考える。 

 
【今後の取組の方向等】 
引き続き、配偶者暴力防止の啓発活

動を推進するとともに、相談窓口の認

知度を高め、制度の活用を図る。 

 
◆ 配偶者暴力に関する相談機関の認知度 

 

 

 

【目 標】
減 少

資料：新潟県福祉保健部児童家庭課調べ
　　　※「配偶者からの暴力」には、生活根拠を共にする交際
　　　　相手からの暴力も含む
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【目 標】
増 加

KIITASI 

資料：新潟県福祉保健部児童家庭課調べ
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

重点目標５ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 
女性福祉相談所における平成 30年

度の相談件数は、前年度に比べ 395

件減少した。 

うち配偶者間の暴力に関する相談

件数については 12 件減少した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

◇女性福祉相談所の相談件数（うち配偶者間の暴力関係相談件数） 

 

 
 

 
平成 30年の配偶者暴力認知件数は

1,379 件であった。 

前年に比べ 92 件増加しており、男

女ともに増加傾向にある。 

件数は、平成 20 年から 11 年連続

で増加している。 

 

 

 

◇配偶者暴力認知件数（新潟県警察本部） 

 

 
 

【関連事業】  Ｐ56,57「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.55～89 

 
 
 

参考指標

資料：新潟県福祉保健部児童家庭課調べ
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参考指標

資料：新潟県警察本部調べ（各年12月31日現在）
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

重点目標６ 生涯を通じた女性の健康づくり 

 
【目標に対しての達成状況】 
前回調査の平成 25 年と比較

して、平成 28 年の健康寿命の

伸び(＋0.65)は平均寿命の伸

び（＋0.61）をやや上回ってい

る。 

生活習慣に係る健康指標の

推移を見ると、食生活の改善

（食塩摂取量の減少、野菜摂取

量の増加）や、運動習慣者の割

合の増加、がん検診受診率の向

上が見られ、県全体や各地域に

おける普及啓発や各種健康づ

くり施策の効果があったもの

と思われる。 

 

【今後の取組の方向等】 
一日当たり平均歩数の減少

や、若年女性のやせの増加、喫

煙率の悪化等、課題の残る生活

習慣の改善に向け、引き続き健

康づくり関係４計画に基づき、

各種団体等と連携・協働し、普

及啓発や環境整備をはじめと

する健康づくり施策の推進に

努める。 

 
 
 

 

◆ 女性の健康寿命の延伸 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【目標】

健康寿命の伸びが

平均寿命の伸びを

上回る

資料：
　平均寿命：新潟県簡易生命表
　健康寿命：健康日本21(第二次)推進専門委員会資料
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

重点目標６ 生涯を通じた女性の健康づくり 

 
【目標値に対しての達成状況】 
平成 28 年度に実施した「国

民生活基礎調査」によると、職

域を含めた乳がん検診受診率

は 50.8％である。 

世代別の受診率を見ると、

40・50 代の受診率は５割を超え

ているが、60 代は５割を下回っ

ている。 

 

【今後の取組の方向等】 
今後も効果的な普及啓発の

方法を検討し実施するととも

に、受診しやすい検診体制の整

備に努め、受診率の向上を図

る。 

 

 

◆ 乳がん検診受診率（新潟県） 
 

 

 
【目標値に対しての達成状況】 
平成 28 年度に実施した「国

民生活基礎調査」によると、職

域を含めた子宮がん検診受診

率は 47.1％であり、前回調査時

点から0.6ポイント上昇してい

る。 

世代別の受診率を見ると、検

診の入口年齢である 20 歳を含

む、20～24 歳の受診率が著しく

低い状況にある。 

 

【今後の取組の方向等】 
若年世代への啓発を含めた

効果的な普及啓発方法を検

討・実施するとともに、受診し

やすい検診体制の整備に努め

る。 

 

◆ 子宮がん検診受診率（新潟県） 

 

 

目標数値（令２）
60.0％

＊平成26年３月に「新潟県がん対策推進計画（第２次）」を策定し、指標の設定については、

市町村が実施するがん検診の受診率から、職域を含めたがん検診（健康保険組合等が実施する

がん検診や人間ドックにおけるがん検診等を含めたもの）の受診率へ変更した。

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査（３年ごとに実施）」←職域を含むがん検診の受診率

　　　新潟県福祉保健部健康対策課「にいがたの生活習慣病」←住民検診のみの参考値
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計画策定時
の現状値

目標数値（令２）
50.0％

＊平成26年３月に「新潟県がん対策推進計画（第２次）」を策定し、指標の設定について

は、市町村が実施するがん検診の受診率から、職域を含めたがん検診（健康保険組合等が実

施するがん検診や人間ドックにおけるがん検診等を含めたもの）の受診率へ変更した。

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査（３年ごとに実施）」←職域を含むがん検診の受診率

　　　新潟県福祉保健部健康対策課「にいがたの生活習慣病」←住民検診のみの参考値
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

重点目標６ 生涯を通じた女性の健康づくり 

 
平成 30 年度に骨粗しょう症

検診を実施している市町村の

割合は、前年度と同様、63.3％

（19/30 市町村）であり、横ば

いの状況が続いている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 代の人工妊娠中絶実施率

は、平成 15 年度からは全国平

均（29 年度 4.8‰）を下回って

推移している。 

 

 
 
 
 
 

 
◇骨粗しょう症検診実施市町村数（新潟県） 

 

 

 
 
◇１０代の人工妊娠中絶実施率（新潟県） 

 

参考指標

参考指標

平成25 26 27 28 29 30

21 20 19 19 19 19

30 30 30 30 30 30
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資料：新潟県福祉保健部健康対策課調べ

実施市町村数

市町村数

実施率

計画策定時の現状

資料：新潟県福祉保健部健康対策課調べ

70.0
66.7

63.3 63.3 63.3 63.3

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

平成25 26 27 28 29 30年度

（％）
計画策定時
の現状値

資料：厚生労働省「母体保護統計報告」「衛生行政報告例」

※15歳以上20歳未満の女子人口千対
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

重点目標６ 生涯を通じた女性の健康づくり 

 
平成 30 年の周産期死亡数は

51 人で、前年と同数であった。 

また、死亡率（出産千対）は

3.5‰となり、全国平均（3.3‰）

を 0.2 ポイント上回った。 

 

 
◇周産期死亡率（新潟県） 
 

 

【関連事業】  Ｐ58 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.90～106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考指標

資料：厚生労働省「人口動態統計」

※周産期死亡率：妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡の１年間の出産千対
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標７ 国際的な男女共同参画の取組の理解 

 
【目標に対しての達成状況】 
平成 30 年度に実施した「県

民アンケート調査」によると、

「女子差別撤廃条約」につい

て、内容を知っている又は聞い

たことがある人の割合は全体

で 33.7%であり、前年度に比べ

1.5 ポイント増加した。 

男女別に見ると、女性は 2.1

ポイント、男性は 0.8 ポイント

の増となっているが、大きな変

動は見られない。 

 
【今後の取組の方向等】 
 引き続き男女共同参画に関

する国際的な動向や国際社会

の取組への理解促進につなが

るよう、様々な機会を通じて周

知を図っていく。 

 

 

 

 

 
◆ 「女子差別撤廃条約」の周知度（内容を知っている又は聞いたこ

とがある人の割合） 
 

 

  

【関連事業】  Ｐ58 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.107～109  

 

【目 標】
増 加

 【県民意識調査】 　　【県民アンケート調査】

資料：

【県民意識調査（平成23、27年度）】

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」

　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人～3,000人に

　　回答依頼、集計。

【県民アンケート調査（平成24～26、28～30年度）】

　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成24～26、28年度）

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」（平成29、30年度）

　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 

重点目標１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

 
 

【目標に対しての達成状況】 
平成 30 年度に実施した「県

民アンケート調査」によると、

「政治経済活動の場」における

男女の地位の平等で、「男性の

方が優遇されている」とする人

の割合は全体で 59.4％と前年

度より 4.8 ポイント増加した。 

男女別に見ると、男性に比べ

女性の割合が高く、政治経済活

動の場における男女共同参画

の取組や意識改革が進んでい

ないことが背景にあると考え

られる。 

 

 

【今後の取組の方向等】 
今後も、政治経済活動の分野

において男女共同参画が進む

よう、必要な情報提供や啓発を

推進していく。 

また、仕事と家庭の両立支援

など働きやすい環境づくりを

推進し、様々な団体や企業にお

ける女性の登用を促進してい

く。 

 
◆ 「政治経済活動の場」における男女の地位の平等で、「男性の方

が優遇されている」とする人の割合（新潟県） 
 

 

【目 標】
減 少

   【県民意識調査】 　　【県民アンケート調査】

資料：

【県民意識調査（隔年実施調査：平成23、27年度）】

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」

　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人～3,000人に

　　回答依頼、集計。

【県民アンケート調査（平成24～26、28～30年度）】

　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成24～26、28年度）

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」（平成29、30年度）

　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 

重点目標１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

 
 

【目標値に対しての達成状況】 
令和元年６月1日時点での女

性登用率は 37.5％であり、前年

に比べ 0.9 ポイント減少した。 

法令等による委員の充て職

や委員推薦団体における女性

登用が進んでいないことが要

因の一つと考えられる。 

 

 

【今後の取組の方向等】 
今後も、関係団体への役職に

こだわらない推薦の働きかけ、

団体等の女性活躍推進の取組

促進、公募委員への女性の応募

の増加に向けた取組等により、

更なる女性登用率の向上に努

める。 

 
◆ 新潟県の審議会等への女性の登用率 

 

 

 

目標数値
（令２以降）
40.0％以上
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各年6月1日現在（平成28年は平成29年1月1日現在）

38％（H28年度末までの目標）

計画策定時
の現状値

40％以上
（H32年度までの目標）

 等の数 比率 比率

平成18年６月１日 67 65 97.0 1,324 402 30.4

平成19年６月１日 67 65 97.0 1,289 401 31.1

平成20年６月１日 68 68 100.0 1,235 393 31.8

平成21年６月１日 69 69 100.0 1,234 407 33.0

平成22年６月１日 72 72 100.0 1,289 438 34.0

平成23年６月１日 70 70 100.0 1,266 447 35.3

平成24年６月１日 68 68 100.0 1,242 444 35.7

平成25年６月１日 68 68 100.0 1,274 464 36.4

平成26年６月１日 69 69 100.0 1,269 470 37.0

平成27年６月１日 70 69 98.6 1,287 476 37.0

平成29年１月１日 75 74 98.7 1,333 513 38.5

平成29年６月１日 76 75 98.7 1,356 528 38.9

平成30年６月１日 75 74 98.7 1,345 516 38.4

令和元年６月１日 77 75 97.4 1,373 515 37.5

うち女性委員の数審議会
等の数

女性委員を含む審議会 審議会等
の委員数

資料：新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課調べ

47
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3
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40％以上

30％以上40％未満

20％以上30％未満

10％以上20％未満

10％未満

（審議会等数）

○女性委員の登用率別審議会等の数

（令和元年6月１日現在）
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 

重点目標１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

 
【目標値に対しての達成状況】 
平成 30 年の管理・監督的業

務に従事する者に占める女性

の割合は 14.4％であり、前年に

比べ１ポイント増加している。 

前年の調査結果と比較して

増加したものの、近年は横ばい

傾向が続いている。 

 

【今後の取組の方向等】 
仕事と家庭を両立しやすく

働きやすい職場環境づくりを

推進するとともに、企業の女性

活躍推進に向けた啓発促進や

女性のキャリア形成支援など

の取組を進めていく。 

◆ 管理・監督的業務に従事する者に占める女性の割合（新潟県） 

 

 
 市町村の審議会等への女性

の登用率は 25.9％となり、前年

に比べ 0.1 ポイント減少した。 

   

 

◇市町村の審議会等への女性の登用率（新潟県） 

 

目標数値（令３）
21.0％

資料：新潟県産業労働部労政雇用課「新潟県賃金労働時間等実態調査結果報告

書」、新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課調べ

12.1

13.3

14.3

15.4

13.4

14.4

87.9

86.7

85.7

84.6

86.6

85.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

各年7月31日現在

女性 男性

計画策定時の
現状値

参考指標

資料：内閣府男女共同参画局「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女

性に関する施策の推進状況」、新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課調べ

25.0 26.0 26.4 26.8 26.5 26.0 25.9 

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

平成25 26 27 28 29 30 31年

（％）

各年4月1日現在

計画策定時
の現状値
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 

重点目標１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

 
昨年と比較して、本庁は 1.4

ポイント、地域機関は 0.2 ポイ

ントの増となっている。 

知事部局等の職員について

は、適格者の女性職員の登用を

積極的に進めており、引き続

き、多様な職務経験や派遣研修

により能力向上を図るととも

に、積極的な登用を進めてい

く。 

警察職員については、全職員

のワーク・ライフ・バランスを

一層推進し、女性職員の職域拡

大と計画的育成による幹部登

用を図っていく。 

 
◇新潟県職員の管理職女性登用率（本庁・地域機関） 

 

 
 

公立小・中・高等学校教職員

については、適格者の女性職員

の校長及び教頭等への任用に

努めており、平成 30 年の女性

の割合は前年に比べ、小学校

長、小学校教頭、高等学校長に

おいて上昇している。 

校長及び教頭等への任用は、

校長選考検査及び教頭選考検

査により行われており、男女に

おいて処遇の差異はなく、意欲

と能力のある者については、管

理職に登用していく。 

 
◇校長及び教頭等に占める女性の割合（公立小・中・高等学校）（新潟県） 

 

参考指標

資料：内閣府男女共同参画局「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女

性に関する施策の推進状況」、新潟県人事課、警察本部調べ
 ※ 管理職とは、本庁課長相当職以上をいい、本庁、地域機関とも知事部局のほか、
  各種行政委員会、議会事務局、警察本部、企業局、病院局を含む。

6.9

8.4

9.1 9.1

7.2 7.2

8.6

8.1

8.1

9.5
10.2

11.8 12.0 12.2

2
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12

平成24 25 26 28 29 30 31年

（％）

各年4月1日現在

本庁 地域機関

計画策定時
の現状値

参考指標

資料：文部科学省「学校基本調査報告書」

平成25 26 27 28 29 30年

小学校長 17.0 16.9 16.8 17.2 17.5 19.0

小学校教頭 15.1 16.1 16.5 15.6 15.1 16.9

中学校長 3.9 4.3 5.7 5.2 6.1 5.3

中学校教頭 8.5 7.3 8.1 8.6 10.8 10.0

高等学校長 3.5 3.5 2.3 2.4 3.6 3.7

高等学校教頭・副校長 3.5 4.5 8.1 7.3 7.3 5.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

（％）

各年5月1日現在

計画策定時
の現状値
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 

重点目標１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

 

平成 30 年度の新潟県職員採用

試験の受験者に占める女性の割合

は 36.5％であり、前年度に比べ

1.0 ポイント増加した。 

受験者総数は 7.2％増となり、

うち女性受験者数は 10.4％の増

加となった。 

警察事務など、特定の職種で女

性受験者の増加が見られた。 

 

 

 

○受験者に占める女性の割合 

【主な職種】 

・大卒： 

一般行政 

(女性 102 名、33.0％、+2.3pt) 

警察行政 

(女性 27 名、55.1％、+2.3pt) 

・高卒： 

一般事務 

(女性 30 名、39.5％、+10.7pt)、 

警察事務 

(女性 26 名、81.3％、+16.4pt) 

 

 

◇新潟県職員採用試験受験者に占める女性の割合 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

参考指標

資料：新潟県人事委員会「新潟県職員採用試験の状況」

40.8 

33.7 

38.2 37.2 
35.5 36.5 

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

25 26 27 28 29 30年度

（％）
受験者の女性割合

計画策定時
の現状値

40.6 

33.0 35.8 35.7 34.6 34.7 

59.4 

100.0 100.0 

36.1 

41.3 

50.0 
46.5 

40.2 
45.2 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

H25 H26 H27 H28 H29 H30

試験区分別の受験者に占める女性の割合 大卒程度 短大卒程度 高卒程度

資料：新潟県人事委員会「新潟県職員採用試験の状況」

注）大卒程度：一般行政、警察行政、福祉行政、総合土木、林業など

短大卒程度：司書など

高卒程度：一般事務、警察事務など

※上記のうち、平成26年及び29、30年の短大卒程度採用試験は実施しなかった。
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 

重点目標１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

 

平成 30 年度の採用者に占める

女性の割合は 38.2％であり、前年

度に比べ 1.5 ポイント減少した。 

 

 高卒程度採用者に占める女性の

割合は前年度に比べ 12.1 ポイン

ト増加したものの、大卒程度採用

者に占める女性の割合は 2.7 ポイ

ント減少した。 

 

◇新潟県職員採用者に占める女性の割合 

 

 

 

 
 

 

  

参考指標

資料：新潟県人事委員会「新潟県職員採用試験の状況」

45.0 

42.9 
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60.0
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（％）
採用者の女性割合

計画策定時
の現状値

45.5 

42.4 43.0 44.9 

40.5 

37.8 

58.3 

100.0 100.0 

14.3 

50.0 

71.4 

58.3 

30.0 

42.1 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

H25 H26 H27 H28 H29 H30

試験区分別の採用者に占める女性の割合 大卒程度 短大卒程度 高卒程度

資料：新潟県人事委員会「新潟県職員採用試験の状況」

注）大卒程度：一般行政、警察行政、福祉行政、総合土木、林業など

短大卒程度：司書など

高卒程度：一般事務、警察事務など

※上記のうち、平成26年及び29、30年の短大卒程度採用試験は実施しなかった。
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 

重点目標１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

 
平成 30 年の県議会議員におけ

る女性議員の割合は、県知事選挙

に女性議員が立候補したため、そ

の割合が低下した。 

平成 30 年の市町村議会におけ

る女性議員の割合は、前年に比べ

0.6 ポイント上昇し、9.9％となっ

ている。 

 なお、市議会議員、町村議会議

員別に見ると、平成 30 年は前年に

比べ、市議会議員が 0.7 ポイント

上昇し、町村議会議員は 0.2 ポイ

ント減少した。 

 

県議会議員選挙、市町村議会議

員選挙は、通常は４年ごとに執行

され、女性議員の割合は女性の当

選者数、欠員状況等に応じて変化

する。 

 

 
 平成 31 年４月に行われた県議

会議員選挙における立候補者に占

める女性の割合は 14.3％であっ

た。 

 平成 27 年の市町村議会議員選

挙における立候補者に占める女性

の割合は 10.0％であった。 

◇新潟県議会議員及び県内市町村議会議員に占める女性議員の割合 

 
 

 

 
◇新潟県議会議員選挙及び県内市町村議会議員選挙における立候補者に

占める女性の割合（平成 27、31 年統一地方選挙） 

 

【関連事業】  Ｐ59 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.110～125 

 

 

参考指標

参考指標

資料：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調」
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平成25 26 27 28 29 30年
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各年12月31日現在

県議会議員 市町村議会議員

市議会議員 町村議会議員

計画策定時
の現状値

総数 うち女性数 総数 うち女性数

資料：新潟県総務管理部市町村課調べ

　　　※市町村議会については、H31(R元)年中の市町村議会議員選挙がすべて執行されていないため、直近値はH27となる。

新潟県議会議員選挙における立候補
者に占める女性の割合

市町村議会議員選挙における立候補
者に占める女性の割合（新潟県）

11.0

10.0

73

360

立候補者数（人）
女性割合(%)

H27年執行選挙の状況

― ― ―

8

36

H31年執行選挙の状況

女性割合(%)
立候補者数（人）

14.3 77 11
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 

重点目標２ 女性の能力の開発・発揮 

 
【目標に対しての達成状況】 
年度ごとの参加者数に変動

はあるが、満足度は高い水準を

維持し、目標の 95％以上を達成

できている。 

 

 

【今後の取組の方向等】 
今後とも、参加者の意見等を

参考にしながら、毎年研修内容

を見直すなど、より質の高い内

容提供に取り組むとともに、参

加者の増加に努める。 

 
◆ 公益財団法人新潟県女性財団が主催する研修事業の女性受講者

に占める満足者の割合 

 

 
【目標に対しての達成状況】 
毎年度目標値を上回ってい

る状況であり、一定程度の需要

がある。 

 

【今後の取組の方向等】 
今後も受講者の要望や社会

動向・傾向などを把握しながら

質の高い内容提供に努めると

ともに、県内各地域で開催する

など、受講機会を増やしてい

く。 

◆ 県や公益財団法人新潟県女性財団が実施する、働く女性の能力向

上を図るためのセミナー受講者数 

 

【関連事業】  Ｐ59,60「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.126～147 

【目標】

全講座で

95％以上

※満足者割合は、女性受講者のうち、アンケートで「とても参考になった」、
　　「参考になった」と回答した女性受講者の割合。

資料：新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課調べ
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資料：新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課調べ
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 
重点目標３ 雇用等の分野における男女均等な機会と待遇の確保 

 
【目標に対しての達成状況】 
平成 30 年度に実施した「県

民アンケート調査」によると、

「職場の中」における男女の地

位の平等で、「男性の方が優遇

されている」とする人の割合は

全体で 53.8％であり、前年度に

比べ 1.2 ポイント増加した。 

 

【今後の取組の方向等】 
今後も男女均等な雇用の機

会や待遇の確保など雇用環境

の整備や、意欲や能力がある女

性が活躍できる職場環境づく

りの促進を図っていく。 

◆ 「職場の中」における男女の地位の平等で、「男性の方が優遇さ

れている」とする人の割合（新潟県） 

 

 
【目標に対しての達成状況】 
平成 30 年の男性を 100 とし

た場合の女性の所定内賃金は

76.7 であり、その差は横ばい傾

向にある。 

このような差異が生じる要

因として、出産・育児による女

性の一時離職が多いこと、女性

の勤続年数や大卒者割合、管理

職割合が男性より低いことが

挙げられる。 

 

【今後の取組の方向等】 
企業・労働者に対し、ワー

ク・ライフ・バランス推進の取

組支援、職場における男女共同

参画や女性活躍推進の取組の

促進を行い、ライフステージに

応じた多様な働き方を選択で

きる環境の整備に努める。 

 

 
◆ 所定内賃金の男女格差（新潟県） 

 

【目 標】
減 少   【県民意識調査】 　【県民アンケート調査】

資料：

【県民意識調査（平成23、27年度）】

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」

　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人～3,000人に

　　回答依頼、集計。

【県民アンケート調査（平成24～26、28～30年度）】

　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成24～26、28年度）

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」（平成29、30年度）

　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。
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【目 標】
縮 小

資料：新潟県産業労働部労政雇用課「新潟県賃金労働時間等実態調査」
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 
 重点目標３ 雇用等の分野における男女均等な機会と待遇の確保 

 
【目標値に対しての達成状況】 
平成31年３月31日現在の届

出企業数は 44 社であり、前年

に比べ 10 社増加している。 

 

昨年の時点で、300 人以下企

業は届出義務がないこと、届出

制度が平成 27 年から始まった

こともあり届出数は低調であ

る。 

 
 
【今後の取組の方向等】 
 事業主行動計画策定の取組

が企業の職場環境整備につな

がることから、周知啓発に努

め、企業の積極的な取組を促進

する。 

 

 

 
◆ 従業員数 300 人以下企業のうち、「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」に規定する事業主行動計画の届出企業数 

 

 

 

 

 

【関連事業】  Ｐ60 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.148～156 

  

目標数値（令３）
150社

資料：厚生労働省「女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画策定届出状況」
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 
重点目標４ 農林水産業・商工業等自営業における男女共同参画 

 
【目標値に対しての達成状況】 

平成 31年 3月 31日現在の家

族経営協定締結農家数は、新た

に 28 件の協定締結があり、経

営主の死亡や離農等により実

質履行不能となった協定 98 件

を除くと、70 件減少し 1,461

件となった。 

若い世代の農村女性が経

営・社会参画し、役割を発揮し

ていくためには、女性自身の意

識高揚と資質向上が必要であ

る。また、経営における役割分

担を明確化する家族経営協定

の締結に対する経営者や組織

の長の積極的な取組も必要と

なっている。 

【今後の取組の方向等】 

新規就農者の確保・育成の総

合的な取組の中で、家族経営協

定の締結に係る検討会や研修

会等を通じて、啓発・締結指導

を行う。 

  
◆ 家族経営協定締結農家数（新潟県） 

 

 
【目標に対しての達成状況】 

平成 30 年度末の県が支援を

行った女性起業数は、前年度に

比べ３件増加した。 

新たに活動を始める女性起

業数は減少傾向であり、支援を

必要とする女性起業数も鈍化

している。 

【今後の取組の方向等】 

新規就農者の確保・育成の総

合的な取組の中で、起業を目指

す女性農業者等への経営管理

指導や研修会等を実施してい

く。 

 
◆ 県が支援を行う女性農業者の起業数（累計） （新潟県） 

 

目標数値（令３）
1,800戸

※平成27年度から調査手法を変更し、協定を履行している実数を集計。

　平成26年度以前は累計協定数であり、参考値として表示。

資料：新潟県農林水産部経営普及課調べ
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 

重点目標４ 農林水産業・商工業等自営業における男女共同参画 

 
  女性の社会進出が進んだこ

と、定年後に農業に就く男性が

女性よりも多いこと等の理由か

ら農業就業人口に占める女性の

割合は減少傾向と考えられる

が、未だ約半数を占め、地域農

業の振興において重要な役割を

担っている。 

 

 

 

 

 

 

 
令和元年５月１日現在、複数

の女性農業委員のいる農業委員

会数は 25 であった。 

法律の改正により、委員の任

命等については、幅広い意見を

募るために年齢・性別等に偏り

が生じないよう、青年・女性の

積極的な登用に配慮することと

されている。 

農業委員の過半数は認定農業

者が占めることとされており、

女性の認定農業者が大きく増え

ていないこと等から、複数の女

性農業委員のいる農業委員会数

は横ばいとなっているが、令和

元年５月１日現在、県内すべて

の農業委員会に少なくとも１名

以上の女性農業委員が選任され

ている。 

 
◇農業就業人口に占める女性の割合（新潟県） 

 

 

 

◇複数の女性農業委員のいる農業委員会数（新潟県） 

 

参考指標

参考指標

資料：農林水産省「農林業センサス」
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   資料：新潟県農林水産部農業総務課調べ
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基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり 
重点目標４ 農林水産業・商工業等自営業における男女共同参画 

 

女性認定農業者は、平成 30 年３

月 31 日現在 406 人であり、前年に

比べ 15 人減少し、認定農業者全体

と同様の傾向で推移している。 

 

◇女性の認定農業者数（累計）（新潟県） 

 

 
 
 
 

【関連事業】  Ｐ61 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.157～165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

参考指標

資料：農林水産省調べ
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標１ 男性中心型労働慣行等を見直し、仕事と生活の調和（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）

を可能とする就業環境の充実 

 
【目標値に対しての達成状況】 
平成 30 年度の数値は、女性

は 95.7％で目標を達成してい

るが、男性は 3.8％にとどまっ

ている。 

 国の調査（※）によれば、育

児休業未取得の男性のうち、取

得したかったと回答した割合

は 35.3％であり、取得しなかっ

た理由として、業務の忙しさや

職場の雰囲気などが多く挙が

っている。 

※厚生労働省「平成 29 年度仕事と育児

の両立に関する実態把握のための調査

研究事業報告書」（末子出生時の育児休

業取得状況・男性正社員） 

 

【今後の取組の方向等】 
男性労働者が育児に参加し

やすい職場環境づくりに積極

的に取り組む企業をハッピ

ー・パートナー企業における上

乗せ認定「イクメン応援プラ

ス」として認定し、その取組を

支援することで、育児休業取得

率の向上に努めるとともに、父

親向け啓発冊子の発行・配布に

より、男性の家事・育児参加促

進を図る。 

※厚生労働省「平成 29 年度仕事と育児

の両立に関する実態把握のための調査

研究事業報告書」（末子出生時の育児休

業取得状況・男性正社員） 

 
◆ 育児休業取得率（女性・男性）（新潟県） 

 
 

  

目標数値(令１)
女性95.0％
男性4.0％

資料：新潟県産業労働部労政雇用課
      「新潟県賃金労働時間等実態調査」

※年度：前年7月1日から当年6月30日
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標１ 男性中心型労働慣行等を見直し、仕事と生活の調和（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）

を可能とする就業環境の充実 

 
【目標値に対しての達成状況】 
平成31年 3月 31日現在の登

録企業数は 965 社となり、前年

に比べ 96 社増加した。 

順調に登録数は増えており、

職場における男女共同参画に

対する意識が一定程度浸透し

ていること、既登録企業からの

周知等も増加の要因と考えら

れる。 

 

【今後の取組の方向等】 
今後も企業から制度の趣旨

を理解してもらうとともに、登

録のメリットを感じられる効

果的な支援策を実施し、職場に

おける男女共同参画の取組を

一層促進していく。 

◆ ハッピー・パートナー企業（新潟県男女共同参画推進企業） 
登録数（累計） 

 

 
 

 
 平成 30 年の所定外労働時間

数は、男性は減少し、女性は横

ばいであった。 

長時間労働は、仕事と家庭の

両立や、女性のキャリア形成を

阻む要因となっている。 

◇所定外労働時間数（男性・女性）（新潟県） 
 

 

目標数値（令３）
1,080社

資料：新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課調べ
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標１ 男性中心型労働慣行等を見直し、仕事と生活の調和（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）

を可能とする就業環境の充実 

 
平成 30 年度の新潟県の女性職員

の育児休業取得率は、知事部局、教

育庁、病院局いずれも 100％となっ

ており、近年は高い水準で推移して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 30 年度の新潟県の男性職員

の育児休業取得率は、前年度に比べ

知事部局で 1.8 ポイント、教育庁で

1.2 ポイント増加した。 

全体で 2.5 ポイント増加したも

のの、依然として女性職員の取得率

との乖離が大きい。 

 

◇新潟県職員の育児休業取得率（女性）(知事部局・教育庁・病院局) 

 
 

 

 

 

◇新潟県職員の育児休業取得率（男性）(知事部局・教育庁・病院局) 

 

 

【関連事業】  Ｐ62 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.166～191 

参考指標

参考指標

※図の（全体）は、知事部局、教育庁、病院局の合計を表示

資料：新潟県総務管理部人事課・教育庁・病院局調べ
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※図の（全体）は、知事部局、教育庁、病院局の合計を表示

資料：新潟県総務管理部人事課・教育庁・病院局調べ
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 

重点目標２ 男性にとっての男女共同参画 

 
【目標に対しての達成状況】 
平成 30 年度に実施した「県民ア

ンケート」によると、「夫は外で働

き、妻は家庭を守るべきである」と

いう考え方に反対の男性の割合は、

全体で 51.0％であり、前年度に比

べ 0.3 ポイント増加した。 

年代別では18～39歳層が55.6％

で最も高く、40～59 歳層(55.5％)、

60～79 歳層(46.4％)の順であっ

た。 

 

【今後の取組の方向等】 
家庭等への男性参画を促し、男性

にとっての男女共同参画の意義の

啓発等を推進するとともに、男性が

家事・育児・介護等に参画しやすい

環境整備を促進する。 

 

 

 
平成 28 年における家事時間につ

いて、女性が費やす時間を 100 とし

た場合の男性の費やす時間の割合

は 15.9 であった。 

男性の家事時間は 1 日平均 23 分

で、平成 23 年と比べると 6 分の増

加にとどまっており、男性の家事時

間は依然として少ない。 

 

 
◆ 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方

に反対の男性の割合（新潟県） 

 
 
 

 

◇男性の家事参画度（女性が費やす時間を 100 とした場合の男性の費や

す時間の割合）（新潟県） 

 

 

【目 標】
増 加

参考指標

   【県民意識調査】 【県民アンケート調査】

資料：

【県民意識調査（平成23、27年度）】

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」
　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人～3,000人に

　　回答依頼、集計。

【県民アンケート調査（平成24～26、28～30年度）】
　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成24～26、28年度）

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」（平成29、30年度）

　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。
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資料：総務省統計局「社会生活基本調査」
　　　行動の種類別総平均時間（15歳以上）
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標２ 男性にとっての男女共同参画 

 
「6 歳未満の子どもをもつ夫

婦と子どもの世帯」において、 

平成 28 年における育児時間に

ついて、女性が費やす時間を

100 とした場合の男性の費やす

時間の割合は 37.3 であり、平

成23年と比べて16.8ポイント

上昇した。 

ただし、男性の育児時間はほ

とんど変わっておらず、女性の

育児時間の減少によるところ

が大きい。 

 
◇男性の育児参画度（女性が費やす時間を 100 とした場合の男性の費やす

時間の割合） 

（新潟県・夫婦と子どもの世帯のうち６歳未満の子どもがいる夫婦） 

 
 

【関連事業】  Ｐ63「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.192～201 

 

参考指標

資料：総務省統計局「社会生活基本調査報告」
　　　行動の種類別総平均時間（６歳未満の子どもがいる夫・妻）新潟県
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標３ 子育て環境の充実 

 
【目標に対しての達成状況】 
平成 30 年５月１日現在の支

援単位数は 681 であり、前年に

比べ 29 増加した。 

共働き世帯の増加など、子育

て支援に対するニーズの高ま

りに伴い、支援単位数は年々増

加している。 

 

【今後の取組の方向等】 
今後も子育て支援ニーズの

高まりに応じられるよう、各種

施策を推進していく。 

 

 

 
◆ 放課後児童クラブ支援単位数（新潟県） 
 

 

 
【目標に対しての達成状況】 
 平成 30 年度末現在の実施か

所数は 52 か所であり、前年度

に比べ 7 か所増加している。 

 共働き世帯の増加など、保育

ニーズの高まりに伴い、実施か

所は年々増加している。 

 

 

【今後の取組の方向等】 
今後も保育ニーズの高まり

に応じられるよう、各種施策を

推進していく。 

 

 
◆ 病児保育事業実施か所数（新潟県） 
 

 
 
 
 

【目 標】
増 加

資料：新潟県福祉保健部少子化対策課調べ
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標３ 子育て環境の充実 

 
 平成 30 年４月１日現在の実

施か所数は 758 か所であり、前

年度に比べ４か所増加してい

る。 

 就労形態の多様化等に伴い、

保育時間を延長して子どもを

預けられる環境が必要とされ

ており、その保育需要は年々増

加している。 

 

 
◇延長保育を実施している保育所のか所数（新潟県） 
 

 

 
平成 30 年４月１日現在の実

施か所数は 35 か所であり、前

年度と横ばいであった。 

県全体として子育て支援の

ニーズに高まりはあるが、休日

保育実施か所数は現状維持に

留まり、更なる支援を行う必要

がある。 

 

 

 
◇休日保育を実施している保育所のか所数（新潟県） 
 

 
 
 
 
 
 

参考指標

資料：新潟県福祉保健部少子化対策課調べ
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標３ 子育て環境の充実 

 

平成 30 年４月１日現在の実

施か所数は 505 か所であり、前

年度に比べ 11 か所増加してい

る。 

子育て支援ニーズの増加に

伴い、保育需要に応じた環境が

整備されたことによる。 

 

 
◇一時預かり事業を実施しているか所数（新潟県） 

 

 
平成 31 年３月 31日現在の地

域子育て支援拠点のか所数は

231 か所であり、前年度に比べ

５か所増加した。 
子育て支援ニーズの高まり

に応じて、子育て支援の環境が

整備されている。 

 

 

 
◇地域子育て支援拠点のか所数（新潟県） 
 

 
 

 
 

参考指標

資料：新潟県福祉保健部少子化対策課調べ
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標３ 子育て環境の充実 

 
平成 31 年３月 31日現在のフ

ァミリー・サポート・センター

のか所数は、20 か所であり、前

年度に比べ１か所増加してい

る。 
ファミリー・サポート・セン

ターは、地域における子育ての

相互援助活動の重要な拠点と

なっている。 

 

 
◇ファミリー・サポート・センターか所数（新潟県） 
  

 

 
平成 31 年３月 31日現在のフ

ァミリー・サポート・センター

の会員数は、8,512 人であり、

前年度に比べ 174 人増加した。 

子育て支援ニーズの高まり

に伴い、会員数は年々増加して

いる。 

 
 

 
◇ファミリー・サポート・センターの会員数（新潟県） 
 

 

参考指標

資料：新潟県福祉保健部少子化対策課調べ
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標３ 子育て環境の充実 

 

平 30 年度の児童相談所の虐

待相談対応件数は 1,905件であ

り、前年度に比べ 423 件増加し

た。 

 近年の大幅な増加は、虐待自

体が増えている可能性に加え、

住民や関係機関の意識、関心の

高まりに起因していると考え

られる。 

 
◇子どもに対する虐待相談対応件数（新潟県） 
 

 
 

  
 

【関連事業】  Ｐ63,64「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.202～243 

 

参考指標

　資料：新潟県福祉保健部児童家庭課調べ
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標４ 高齢者・障害者の社会参画と介護体制の充実 

 
【目標に対しての達成状況】 
平成 30 年の障害者の実雇用

率は全国平均を上回り、順位も

前年を上回った。 

雇用率は７年連続で伸びて

おり、障害者雇用は着実に進展

している。 

 

【今後の取組の方向等】 
引き続き、企業の負担感軽減

や不安感の解消を図るととも

に、障害者が企業の戦力となる

取組を支援することにより障

害者雇用を促進していく。 

 
【目標に対しての達成状況】 
シルバー人材センターの会

員数は減少傾向にあるものの、

労働者派遣の受注が急増して

職域等が広がったことにより

就業実人員は増加している。 

 

【今後の取組の方向等】 
労働者派遣事業について、シ

ルバー人材センターが取り扱

うことのできる業務範囲を緩

和する措置を講じた(平成 30年

4 月)ことにより、職域等の更な

る広がりが期待できる。 

また、それぞれの事情に応

じ、短時間勤務を含む多様な就

業機会の創出を促進し、高齢者

の就業ニーズの顕在化と企業

の人材ニーズ掘り起こしを通

じて、会員数の増加やシルバー

人材センターを通じた就業機

会の拡大を図っていく。 

◆ 障害者の実雇用率（民間企業） 
 

 
 
 
◆ シルバー人材センターの会員数（新潟県） 
  

 

【目標】

全国平均・前年度の

全国順位を上回る

【目 標】
増 加

資料：厚生労働省「障害者雇用状況報告」
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標４ 高齢者・障害者の社会参画と介護体制の充実 

 
 
 
 
 

【目標値に対しての達成状況】 
平成 30 年度のシニアカレッ

ジ新潟（旧新潟県高齢者大学）

の修了者数は、順調に増加して

9,094 人となっている。 

 

 

【今後の取組の方向等】 
引き続き、関係機関と連携し

ながら、シニアカレッジ新潟の

周知や魅力向上に努めていく。 

 
 

 
◆ シニアカレッジ新潟（旧新潟県高齢者大学）修了者数 
 

 
 
 

【関連事業】  Ｐ65 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.244～278 

 
 
 
 
  

資料：新潟県福祉保健部高齢福祉保健課調べ
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標５ 貧困等により困難を抱えた男女が安心して暮らせる環境の整備 

 
【目標に対しての達成状況】 
平成 30 年度の件数は 3,083

件であり、前年度に比べ 43 件

減少した。 

 

 

【今後の取組の方向等】 
自立相談支援機関の周知や

支援技術の向上に取り組む。 

 
◆ 自立相談支援機関の新規相談件数 

 

 

 
【目標に対しての達成状況】 
平成 30 年度の相談者就職率

は 68.9％であり、前年度と比べ

30.3 ポイント増加した。 

個々の相談者の状況を把握

し、より具体的な就業相談がで

きるよう取り組んだこと、ま

た、初回の相談時に関係構築を

図るよう取り組んだところ、複

数回相談を実施される相談者

もおり、就職率が伸びた要因に

なったと考えられる。 

 

【今後の取組の方向等】 
引き続き、就職率の向上に向

けて支援に取り組んでいく。 

 

 
◆ ひとり親家庭等就業・自立支援センター相談者の就職率 

（相談者に占める就職者の割合） 

 

【関連事業】  Ｐ66 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.279～287 

【目 標】
増 加

資料：厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の支援状況調査」
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　※平成27年度の数値は「来所相談延べ人数に占める就職者の割合」であり、平成28

　　年度以降は「就業相談の新規登録者に占める就職者の割合」となっているため単
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標６ 地域や防災・災害復興分野等における男女共同参画 

 
【目標値に対しての達成状況】 
平成 31 年４月１日時点の女

性の自治会長は 318 人で、女性

割合は 3.7％となり、前年に比

べ 0.1 ポイント上昇した。 

自治会長の女性割合は緩や

かではあるが増えつつある。 

様々な啓発活動により、女性

の積極性、周囲の女性参画に対

する意識が強まっていると考

えられる。 

【今後の取組の方向等】 
活力ある地域社会とするた

めには、地域課題に対する男女

共同参画の視点は重要であり、

引き続き女性参画が拡大され

るよう情報提供や啓発に取り

組む。 

 
◆ 自治会長に占める女性の割合（新潟県） 

 

 
【目標に対しての達成状況】 
令和元年６月１日時点の女

性登用率は 22.2％であり、前年

に比べ 4.6 ポイント低下した。 

 

【今後の取組の方向等】 
引き続き、学識者委員等から

の積極的な女性登用や、関係団

体へ女性委員推薦の働きかけ

を行う。 

 

◆ 県防災会議委員に占める女性の割合（新潟県） 

 

目標数値（令３）
4.5％

 資料：内閣府男女共同参画局「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は
       女性に関する施策の推進状況」、新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進
       課調べ
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基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 
重点目標６ 地域や防災・災害復興分野等における男女共同参画 

 
 

【目標に対しての達成状況】 
平成31年３月31日時点の法

人数は 68 法人で、前年度に比

べ２法人増加している。 

近年、ＮＰＯ法人数の増加が

緩やかになっている中、順調に

増加している。 

 

【今後の取組の方向等】 
引き続き、男女共同参画の促

進に向けた情報発信や相談対

応に取り組み、ＮＰＯ法人の活

動を支援していく。 

 

 
◆ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動を行うことを目的と

するＮＰＯ法人数（新潟県） 
 

 
 
 

【関連事業】  Ｐ66 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.288～302 

 
 

【目 標】
増 加

資料：新潟県県民生活・環境部県民生活課調べ
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 計画の推進 

 
平成31年４月１日現在の制定

市町村数は９、制定率は 30.0％

であり、前年と変わっていな

い。 
 

 
◇市町村男女共同参画条例制定率（新潟県） 

 

 
平成 31 年４月１日現在の策

定市町村数は 20、策定率は

66.7％で前年と変わっていな

い。 

 
 

 
◇市町村男女共同参画計画策定率（新潟県） 
 

 

参考指標

資料：内閣府男女共同参画局「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関す

る施策の推進状況」、新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課調べ
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計画の推進 

 
平成 30 年度の相談件数は

1,655 件であり、前年度に比べ 

59 件減少した。 

女性からの相談では、「家

庭・くらし」に関するものが最

も多く、次いで「家族関係」が

続いている。 

男性からの相談は、「その他

人間関係」が多くなっている。 

 
◇新潟県男女平等推進相談室の相談件数 
 

 
 

 
平成 30 年の新潟県の合計特

殊出生率は 1.41 で、前年から

横ばいだった。 

全国平均は 1.42 で、本県と

全国平均の乖離幅は縮小した。 

全国順位は、前年の 37 位か

ら 36 位となっている。 

年齢（５歳階級）別では、25

～29歳及び30～34歳において、

前年からの減少幅が大きくな

っている。 

 

 
◇合計特殊出生率（新潟県） 

 

 
 
 
 
 

参考指標

資料：新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課調べ
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Ⅱ 「第３次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進 

プラン）」関連施策の実施状況 
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■ ページの見方 
 

ここでは、「第３次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」における関

連施策について、計画の体系別に整理し、『基本目標・重点目標・施策の基本的方

向別事業一覧』として、関連事業・取組名や担当課等を掲載しています。 

 

 なお、各事業の概要や実施計画及び実施状況等については、県男女平等社会推進課

のホームページ（https://www.pref.niigata.lg.jp/site/danjobyodo/）に掲載する

『第３次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）推進状況＜令和元年度版＞』

の中で、『基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業概要』として掲載しますの

で、御参照ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

男女共同参画の視点を踏まえた事業の実施について 

 

 関連事業の実施（平成 30 年度は 211 事業）にあたっては、各事業の『企画』や 

『実施段階』において「男女共同参画に配慮する点」を確認し、『実施後』には、 

「男女共同参画に配慮した取組やその効果」について検討を行いました。 

 これらについては、上記『基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業概要』

の『平成 30 年度実績、男女共同参画の視点に配慮した取組及び効果』及び『現状

の分析、今後の取組等』の欄に反映されています。 

 



　　※(再)は再掲事業・取組

　　※個別に予算を計上していないが実施している事業や取組等は、当初予算額を「0」と記載

基本目標Ⅰ　男女平等を推進する社会づくり

  重点目標１　男女平等意識の浸透

平成31年度 平成30年度

  （１） 男女平等社会の形成についての理解を深めるための広報・啓発活動を推進します

1 啓発資料の作成・配布 男女平等社会推進課 0 0

2 男女共同参画週間（6/23～29） 男女平等社会推進課 0 0

3
男女平等社会推進課だより「ふれ愛ほっとらい
ん」の発行

男女平等社会推進課 0 0

4 男女平等社会の形成推進事業 男女平等社会推進課 368 368

5 人権啓発費 福祉保健課 24,216 24,216

6 ＤＶ法の周知 児童家庭課 641 574

7 ワーク・ライフ・バランス推進事業 労政雇用課 877 1,611

  （２）各種団体等と連携し、広報・啓発活動を推進します

8 （公財）新潟県女性財団事業費補助 男女平等社会推進課 30,330 33,700

  （３）メディアを活用し、県民に対する啓発活動を推進します

9 広報活動費 広報広聴課 135,761 144,700

10 インターネットによる情報発信 男女平等社会推進課 0 0

（再） 11 啓発資料の作成・配布 男女平等社会推進課 0 0

（再） 12 広報活動費 広報広聴課 135,761 144,700

13 広報広聴委員会 広報広聴課 0 0

14 市町村男女平等推進担当者研修会 男女平等社会推進課 0 0

15 男女共同参画推進員の設置 男女平等社会推進課 0 0

（再） 16
男女平等社会推進課だより「ふれ愛ほっとらい
ん」の発行

男女平等社会推進課 0 0

  重点目標２　男女平等の視点に立った社会制度・慣行等の見直し

平成31年度 平成30年度

  （１）社会制度、慣行等を男女平等の視点で点検し、実態把握と啓発に努めます

（再） 17
男女平等社会推進課だより「ふれ愛ほっとらい
ん」の発行

男女平等社会推進課 0 0

１　基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

  （４）メディアを通じて流れる様々な情報を主体的に収集、判断する能力、また適切に発信する能力
      を育成します

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）
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平成31年度 平成30年度

  （２）男女共同参画に関する調査や情報収集を行い、課題を整理し、提供します

18 広聴活動事業費 広報広聴課 21,767 22,972

（再） 19 広報活動費 広報広聴課 135,761 144,700

20 男女平等社会推進審議会の運営 男女平等社会推進課 237 473

21 男女平等社会推進連絡調整費 男女平等社会推進課 75 75

（再） 22 インターネットによる情報発信 男女平等社会推進課 0 0

（再） 23 啓発資料の作成・配布 男女平等社会推進課 0 0

（再） 24
男女平等社会推進課だより「ふれ愛ほっとらい
ん」の発行

男女平等社会推進課 0 0

25 図書情報ルームの充実 男女平等社会推進課 301 301

 重点目標３　学校等における男女平等教育の深化

平成31年度 平成30年度

  （１）学校等における男女平等を推進する教育・学習を充実します

26
性別による固定的役割分担意識が育つことのない
ように配慮すること（保育）

少子化対策課 0 0

27 幼稚園教育における男女平等教育の充実 教育庁義務教育課 0 0

28
学習指導要領に基づき、社会科・家庭科等におけ
る男女平等教育の充実

教育庁義務教育課 0 0

29
学習指導要領に基づき、道徳・特別活動等におけ
る男女平等教育の充実

教育庁義務教育課 0 0

30
性別による固定的な役割分担意識にとらわれるこ
とのない進路指導（教育・義務教育）

教育庁義務教育課 0 0

31
性別による固定的な役割分担意識に基づいて学校
運営が行われないよう努めること（教育・義務教
育）

教育庁義務教育課 0 0

32
学習指導要領に基づき、家庭、公民科等各教科に
おける男女平等教育を充実すること

教育庁高等学校教育課 0 0

33
学習指導要領に基づきホームルームをはじめ、特
別活動等における男女平等教育を充実すること

教育庁高等学校教育課 0 0

34
性別による固定的な役割分担意識にとらわれるこ
とのない進路指導（教育・高等学校教育）

教育庁高等学校教育課 0 0

35
性別による固定的な役割分担意識に基づいて学校
運営が行われないよう努めること（教育・高等学
校教育）

教育庁高等学校教育課 0 0

  （２）教職員等の研修を充実します

36 保育研修事業等補助金 少子化対策課 243 243

37
教育関係者等への研修･情報提供（教育・義務教
育）

教育庁義務教育課 0 0

38 教職員等の研修の充実（教育・義務教育） 教育庁義務教育課 0 0

39
教育関係者等への研修･情報提供（教育・高等学
校教育）

教育庁高等学校教育課 0 0

40 教職員等の研修の充実（教育・高等学校教育） 教育庁高等学校教育課 0 0

41
教育関係者等への研修･情報提供（教育・生涯学
習）

教育庁生涯学習推進課 8,082 7,320

42 国立女性教育会館等の研修事業への参加促進 教育庁生涯学習推進課 0 0

43 ＰＴＡ指導者研修会 教育庁生涯学習推進課 318 342

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）
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  重点目標４　男女平等に関する学習機会の確保

平成31年度 平成30年度

  （１）男女平等意識を高めるための学習機会を提供します

（再） 44 （公財）新潟県女性財団事業費補助 男女平等社会推進課 30,330 33,700

（再） 45 人権啓発費 福祉保健課 24,216 24,216

46 いきいき県民カレッジ充実費 教育庁生涯学習推進課 1,486 2,552

47 にいがた連携公開講座開催費 教育庁生涯学習推進課 445 522

48 人権教育指導者養成事業 教育庁生涯学習推進課 601 601

（再） 49 いきいき県民カレッジ充実費 教育庁生涯学習推進課 1,486 2,552

（再） 50 にいがた連携公開講座開催費 教育庁生涯学習推進課 445 522

  （３）学習活動を支援する指導者等の人材の養成に努めます

（再） 51 国立女性教育会館等の研修事業への参加促進 教育庁生涯学習推進課 0 0

52 生涯学習指導者研修費 教育庁生涯学習推進課 873 969

（再） 53 人権教育指導者養成事業 教育庁生涯学習推進課 601 601

  （４）男女平等意識を育む家庭教育を推進します

54 家庭教育支援ガイドブックの活用 教育庁生涯学習推進課 262 701

  重点目標５　女性に対するあらゆる暴力の根絶

平成31年度 平成30年度

55 ＤＶに関する啓発 男女平等社会推進課 0 0

56 女性に対する暴力をなくす運動(11/12～25） 男女平等社会推進課 0 0

57 子ども・女性電話相談事業 児童家庭課 6,934 6,923

58
配偶者暴力被害者支援体制強化事業（関係者資質
向上事業）

児童家庭課 745 678

59 婦人保護事業 児童家庭課 19,306 19,160

60 ネットワーク会員の充実と拡大 警察本部警務部警務課 4,340 6,202

61 性犯罪等の未然防止対策の推進
警察本部生活安全部生
活安全企画課

1,179 533

62 防犯活動の展開
警察本部生活安全部生
活安全企画課

0 0

63 広報啓発活動
警察本部生活安全部少
年課

199 199

     ※細事業ごとに予算額を積算していないため、事業全体枠での予算額を記載

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

  （２）性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、個性と能力を十分に発揮した生き方を選択でき
      るよう学習機会の充実や学習情報の提供に努めます

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

  （１）ドメスティック・バイオレンスや性暴力など女性に対する暴力の根絶に向けた意識啓発と防止
　　　のための環境づくりを推進します

※※

56



平成31年度 平成30年度

64 性暴力・性犯罪被害者支援事業 県民生活課 8,091 7,320

65 男女平等推進相談員配置事業 男女平等社会推進課 8,456 8,456

（再） 66 ＤＶに関する啓発 男女平等社会推進課 0 0

67 一時保護委託事業 児童家庭課 2,167 1,620

（再） 68 子ども・女性電話相談事業 児童家庭課 6,934 6,923

（再） 69
配偶者暴力被害者支援体制強化事業（関係者資質
向上事業）

児童家庭課 745 678

（再） 70 婦人保護事業 児童家庭課 19,306 19,160

71 ＤＶ予防啓発総合強化事業 児童家庭課 800 800

（再） 72
女性に対する暴力に対する検挙等適切な措置
（警察・警務）

警察本部警務部警務課

（再） 73 ネットワーク会員の充実と拡大 警察本部警務部警務課

74
女性に対する暴力に対する検挙等適切な措置
（警察・広報広聴）

警察本部警務部広報広
聴課

0 0

75 性犯罪被害相談電話
警察本部警務部広報広
聴課

0 0

76
女性被害の暴力的事案に係る加害者の検挙等適切
な措置

警察本部生活安全部子
供女性安全対策課

0 0

77 ストーカー事案に対する対策
警察本部生活安全部子
供女性安全対策課

588 648

78 支援者及び民間支援団体等の安全確保
警察本部生活安全部子
供女性安全対策課

0 0

79 被害者保護対策
警察本部生活安全部子
供女性安全対策課

661 698

（再） 80 広報啓発活動
警察本部生活安全部少
年課

199 199

81 児童買春事犯等福祉犯罪の取締りと被害者保護
警察本部生活安全部少
年課

0 0

82 少年サポートセンター
警察本部生活安全部少
年課

1,152 1,150

83
女性に対する暴力に対する検挙等適切な措置（警
察・少年）

警察本部生活安全部少
年課

0 0

84
女性に対する暴力に対する検挙等適切な措置（警
察・生活保安）

警察本部生活安全部生
活保安課

0 0

85 人身取引の防止
警察本部生活安全部生
活保安課

0 0

86 売春事犯等に対する取締り
警察本部生活安全部生
活保安課

0 0

  （３）セクシュアル・ハラスメントの防止に向けた取組を推進します

87
県におけるセクシュアル・ハラスメント防止のた
め、通知文書や全ての階層別研修でのハラスメン
ト防止に係る研修の実施により啓発を図る

人事課 0 0

88
県教育委員会におけるセクシュアル・ハラスメン
ト防止のため、管理者向け各種会議や研修などに
おいて職員、個人の自覚を促し、啓発を図る

教育庁総務課 0 0

89 県警本部におけるハラスメント防止対策の推進 警察本部警務部警務課 0 0

     ※各事業ごとに予算額を積算していないため、事業全体での予算額を記載

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

  （２）ドメスティック・バイオレンスや性暴力など女性に対する暴力の実態を把握し、被害女性の相談
　　　や保護・支援を行います

4,340 6,202※※
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  重点目標６　生涯を通じた女性の健康づくり

平成31年度 平成30年度

  （１）生涯を通じた女性の健康の維持・増進対策を充実します

90 社会体育団体事業費補助金 スポーツ課 90 90

91 交流促進ゆめづくり事業 スポーツ課 11,068 12,308

92 女性専門外来の普及 医務薬事課 0 0

93 女性医師の育成・確保
医師・看護職員確保対
策課

4,000 1,172

94 勤務医・女性医師サポート事業
医師・看護職員確保対
策課

18,663 18,663

95 健康増進事業費補助金（骨粗鬆症検診） 健康対策課 67,138 66,329

96
特定感染症予防対策費・保健所における講演会の
開催

健康対策課 546 727

97 周産期医療ネットワーク整備事業 健康対策課 1,883 2,868

98 生涯を通じた女性の健康支援事業 健康対策課 11,126 6,718

99 新潟県健康づくり財団普及啓発活動費補助金 健康対策課 1,000 1,000

100 食育推進事業 健康対策課 4,343 6,338

101 運動習慣普及事業 健康対策課 2,539 2,670

102 学校における性に関する指導 教育庁保健体育課 0 0

（再） 103
男女平等社会推進課だより「ふれ愛ほっとらい
ん」の発行

男女平等社会推進課 0 0

（再） 104 生涯を通じた女性の健康支援事業 健康対策課 11,126 6,718

105 不妊専門相談センター事業 健康対策課 972 972

106 不妊治療費助成事業 健康対策課 248,505 273,472

  重点目標７　国際的な男女共同参画の取組の理解

平成31年度 平成30年度

  （１）男女共同参画に関する国際的な動向や国際社会の取組への理解を促進します

107
国際的な問題に対する意識の醸成・学習機会の提
供（国際）

国際課 36,076 35,120

108 国際交流・協力活動の情報提供 国際課 0 0

109
国際的な問題に対する意識の醸成・学習機会の提
供（男女平等社会推進）

男女平等社会推進課 0 0

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

  （２）妊娠・出産等に関する健康の維持・増進を支援するとともに、性と生殖に関する健康と権利
      （リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）についての知識の普及に努めます

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）
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基本目標Ⅱ　女性が活躍できる社会づくり

  重点目標１　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

平成31年度 平成30年度

  （１）県の審議会等への女性登用を推進します

110 審議会等への女性登用の促進 男女平等社会推進課 0 0

  （２）女性県職員・教職員の育成・登用を推進します

111 私らしいリーダーシップを考える研修 人事課 224 224

112 女性職員の登用・職域拡大の推進 人事課 0 0

113 育児休業復帰支援研修 人事課 71 215

114 女性職員の登用（企業局） 企業局総務課 0 0

115 女性職員の登用（病院局） 病院局総務課 0 0

116
女性教員の管理職等への登用（教育庁・義務教
育）

教育庁義務教育課 0 0

117
女性教員の管理職等への登用（教育庁・高等学校
教育）

教育庁高等学校教育課 0 0

118 女性警察官の採用及び職域の拡大の推進 警察本部警務部警務課 0 0

  （３）市町村の政策・方針決定過程への女性の参画を促進します

119 市町村男女平等推進主管課長会議 男女平等社会推進課 67 67

120 市町村における男女平等推進施策推進状況調査 男女平等社会推進課 0 0

  （４）企業、団体、地域等あらゆる場における方針決定過程への女性の参画を促進します

（再） 121 啓発資料の作成・配布 男女平等社会推進課 0 0

（再） 122 男女共同参画推進員の設置 男女平等社会推進課 0 0

123 ハッピー・パートナー企業の登録 男女平等社会推進課 1,328 293

（再） 124 ワーク・ライフ・バランス推進事業 労政雇用課 877 1,611

125 選挙に関する各種啓発事業 市町村課 4,027 4,027

　重点目標２　女性の能力の開発・発揮

平成31年度 平成30年度

　（１）あらゆる分野に参画できる女性人材を育成します

（再） 126 啓発資料の作成・配布 男女平等社会推進課 0 0

（再） 127 （公財）新潟県女性財団事業費補助 男女平等社会推進課 30,330 33,700

（再） 128 男女共同参画週間（6/23～29） 男女平等社会推進課 0 0

（再） 129
男女平等社会推進課だより「ふれ愛ほっとらい
ん」の発行

男女平等社会推進課 0 0

130 にいがた女性活躍推進事業 男女平等社会推進課 13,842 12,477

（再） 131 ＤＶ法の周知 児童家庭課 641 574

（再） 132 ワーク・ライフ・バランス推進事業 労政雇用課 877 1,611

（再） 133 いきいき県民カレッジ充実費 教育庁生涯学習推進課 1,486 2,552

（再） 134 にいがた連携公開講座開催費 教育庁生涯学習推進課 445 522

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）
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平成31年度 平成30年度

  （２）女性の起業など様々なチャレンジを支援します

（再） 135 啓発資料の作成・配布 男女平等社会推進課 0 0

136 女性のチャレンジ支援 男女平等社会推進課 0 0

137 起業チャレンジ応援事業 創業・経営支援課 70,000 55,000

138 セミナー等開催事業
産業政策課
創業・経営支援課

139 ベンチャー企業創出事業
産業政策課
創業・経営支援課

140 ゆめづくり助成事業 産業政策課 －

141 女性リーダー研修等への参加 林政課 78 78

142 林業女性教室の開催 林政課 43 43

143 新規就農・育成推進事業 経営普及課 3,620 3,620

  （３）女性の人材に関する情報を収集、整備し、提供します

144 県の附属機関の委員の情報収集 人事課 0 0

145 女性人材リストの充実 男女平等社会推進課 0 0

　（４）女性団体等への活動支援を充実します

146 社会活動促進事業 県民生活課 9,114 13,905

（再） 147 （公財）新潟県女性財団事業費補助 男女平等社会推進課 30,330 33,700

  重点目標３　雇用等の分野における男女均等な機会と待遇の確保

平成31年度 平成30年度

（再） 148 ワーク・ライフ・バランス推進事業 労政雇用課 877 1,611

（再） 149 にいがた女性活躍推進事業 男女平等社会推進課 13,842 12,477

（再） 150 ハッピー・パートナー企業の登録 男女平等社会推進課 1,328 293

（再） 151 ワーク・ライフ・バランス推進事業 労政雇用課 877 1,611

152 技能向上訓練費（在職者訓練） 職業能力開発課 22,702 22,702

153 訓練手当 職業能力開発課 21,974 21,974

154 若年者の職業能力開発 職業能力開発課 138,322 156,933

155 離職者等の再就職訓練 職業能力開発課 827,252 879,143

（再） 156 にいがた女性活躍推進事業 男女平等社会推進課 13,842 12,477

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

250,367
352,734

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

  （１）雇用分野における男女の均等な機会と待遇の確保など、職業生活において女性が能力を発揮でき
　　　る環境の整備を促進します

  （２）女性の職業能力の開発を支援するとともに、能力発揮のための積極的改善措置
　  　（ポジティブ・アクション）の取組を促進します

の一部
の一部
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  重点目標４　農林水産業・商工業等自営業における男女共同参画

平成31年度 平成30年度

  （１）農林水産業・商工業等自営業における女性の経営参画・社会参画を推進します

（再） 157 女性のチャレンジ支援 1 男女平等社会推進課 0 0

（再） 158 女性リーダー研修等への参加 林政課 78 78

（再） 159 林業女性教室の開催 林政課 43 43

（再） 160 新規就農・育成推進事業 経営普及課 3,620 3,620

161 新潟県漁村女性アドバイザーの認定 水産課 183 183

162 農山漁村で働く女性の実態調査（林政） 林政課 0 0

（再） 163 新規就農・育成推進事業 経営普及課 3,620 3,620

（再） 164 （公財）新潟県女性財団事業費補助 男女平等社会推進課 30,330 33,700

165 商工会等若手後継者等育成事業 創業・経営支援課 13,060 12,060

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

  （２）農林水産業における女性の経営参画に向けた資質向上や環境整備を推進するとともに、関係者へ
　　　の情報提供に努めます

  （３）商工業等の家族経営に関わる女性の労働・生活環境の整備を促進するとともに、能力が十分発揮
　　　できるよう情報提供に努めます
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基本目標Ⅲ　男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり

平成31年度 平成30年度

  （１）仕事と生活の調和の実現に向けた社会的機運醸成のための意識啓発を推進します

（再） 166 ハッピー・パートナー企業の登録 男女平等社会推進課 1,328 293

（再） 167 啓発資料の作成・配布 男女平等社会推進課 0 0

（再） 168 男女共同参画週間（6/23～29） 男女平等社会推進課 0 0

（再） 169
男女平等社会推進課だより「ふれ愛ほっとらい
ん」の発行

男女平等社会推進課 0 0

（再） 170 にいがた女性活躍推進事業 男女平等社会推進課 13,842 12,477

171 中小企業労務管理改善支援事業 労政雇用課 183 310

（再） 172 ワーク・ライフ・バランス推進事業 労政雇用課 877 1,611

173 働き方改革取組事業支援事業 労政雇用課 5,945 6,131

174 働き方改革推進プロジェクト事業 労政雇用課 9,528 15,396

  （２）仕事と子育てや介護との両立のための制度の普及・定着を促進します

175 庁内託児所の運営 総務事務センター － 12,873 [

（再） 176 ハッピー・パートナー企業の登録 男女平等社会推進課 1,328 293

177 院内保育促進事業
医師・看護職員確保対
策課

59,912 62,852

（再） 178 勤務医・女性医師サポート事業
医師・看護職員確保対
策課

18,663 18,663

（再） 179 中小企業労務管理改善支援事業 労政雇用課 183 310

（再） 180 ワーク・ライフ・バランス推進事業 労政雇用課 877 1,611

（再） 181 働き方改革取組事業支援事業 労政雇用課 5,945 6,131

（再） 182 働き方改革推進プロジェクト事業 労政雇用課 9,528 15,396

183 男性の育児休業取得促進助成金 労政雇用課 9,000 14,000

184 「にいがた子育て応援企業」認定制度 少子化対策課 － 7,188

185
少子化対策に係る企業等との協働の仕組み構築事
業

少子化対策課 9,366 －

  （３）多様な形態の働き方を可能とする就業環境の整備を促進します

（再） 186 中小企業労務管理改善支援事業 労政雇用課 183 310

（再） 187 ワーク・ライフ・バランス推進事業 労政雇用課 877 1,611

188 女性・高齢者等新規就業促進プロジェクト 労政雇用課 18,843 －

（再） 189 ハッピー・パートナー企業の登録 男女平等社会推進課 1,328 293

  （４）職場におけるあらゆるハラスメントの防止に向けた取組を推進します

（再） 190 ワーク・ライフ・バランス推進事業 労政雇用課 877 1,611

191 個別労働関係紛争解決促進事業 労政雇用課 7,573 7,627

  重点目標１　男性中心型労働慣行等を見直し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
　　　　　　を可能とする就業環境の充実

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）
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  重点目標２　男性にとっての男女共同参画

平成31年度 平成30年度

  （１）男性にとっての男女共同参画の意義についての理解を促進します  

（再） 192 男女平等社会の形成推進事業 男女平等社会推進課 368 368

（再） 193 人権啓発費 福祉保健課 24,216 24,216

（再） 194 ワーク・ライフ・バランス推進事業 労政雇用課 877 1,611

（再） 195 働き方改革推進プロジェクト事業 労政雇用課 9,528 15,396

  （２）男性の家事・育児・介護等への参画を促進します

（再） 196 ハッピー・パートナー企業の登録 男女平等社会推進課 1,328 293

（再） 197 ワーク・ライフ・バランス推進事業 労政雇用課 877 1,611

（再） 198 働き方改革推進プロジェクト事業 労政雇用課 9,528 15,396

（再） 199 家庭教育支援ガイドブックの活用 教育庁生涯学習推進課 262 701

  （３）男性が抱える困難への対応を充実します

（再） 200 男女平等推進相談員配置事業 男女平等社会推進課 8,456 8,456

201 新潟県地域自殺対策緊急強化事業 障害福祉課 158,472 173,865

  重点目標３　子育て環境の充実

平成31年度 平成30年度

  （１）多様なニーズに対応した保育サービスや放課後児童対策の充実を促進します

202
私立幼稚園教育改革推進特別経費補助金（預かり
保育）

大学・私学振興課 197,622 192,815

（再） 203 庁内託児所の運営 総務事務センター － 12,873 [

204 新潟県特別保育事業 少子化対策課 908,706 915,825

205 延長保育事業 少子化対策課 144,354 152,337

206 保育環境改善等事業 少子化対策課 6,467 6,204

207
ファミリーサポート･アドバイザー･サブリーダー
研修事業

少子化対策課 38 38

208 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 少子化対策課 1,100,337 1,028,558

209 新潟県社会福祉審議会子ども・子育て支援部会 少子化対策課 462 732

210 病児・病後児保育事業 少子化対策課 234,021 233,911

211 放課後児童支援員認定研修 少子化対策課 3,364 3,653

212 一時預かり事業 少子化対策課 17,675 198,205

213
放課後・土曜日の良好な教育環境づくり総合対策
費

教育庁生涯学習推進課 2,737 4,202

  （２）地域における子育て支援を充実します

214 私立幼稚園子育て支援推進事業 大学・私学振興課 25,300 27,300

215 小児救急医療体制整備事業 医務薬事課 29,269 23,516

216 産婦人科医の確保
医師・看護職員確保対
策課

43,963 45,571

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）
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平成31年度 平成30年度

217 乳児・子どもの医療費助成 健康対策課 1,419,357 1,455,056

218 乳幼児虐待予防対策事業 健康対策課 582 647

（再） 219 子ども・女性電話相談事業 児童家庭課 6,934 6,923

（再） 220 延長保育事業 少子化対策課 144,354 152,337

（再） 221 保育環境改善等事業 少子化対策課 6,467 6,204

（再） 222
ファミリーサポート･アドバイザー･サブリーダー
研修事業

少子化対策課 38 38

223 利用者支援事業 少子化対策課 23,649 17,289

224 地域子育て支援拠点事業 少子化対策課 527,989 521,282

225 ファミリーサポート･センター事業 少子化対策課 17,902 18,208

226 子育て支援員研修 少子化対策課 1,436 1,474

227 虐待対応協力員設置事業 児童家庭課 38,105 37,460

228 児童虐待防止ネットワーク事業 児童家庭課 345 348

229 児童虐待防止推進事業 児童家庭課 360 400

230 交通安全施設等整備事業・緊急地方道路整備事業 道路管理課 1,293,621 1,289,579

231 緊急地方道路整備事業 道路建設課 8,170,377 7,972,597

232 緊急地方道路整備事業（街路） 都市整備課 5,138,446 2,542,863

233 公営住宅整備・改善 建築住宅課 267,340 259,820

234 安全で快適な住まいづくり 建築住宅課 123,250 114,025

235 交通施設バリアフリー化推進事業 交通政策課 0 0

236 家庭教育支援人材養成費、親の学び支援・啓発費 教育庁生涯学習推進課 1,996 3,912

237 子どもを育てる地域の連携促進事業 教育庁生涯学習推進課 60,493 70,397

  （３）子どもの人権を擁護し、子どもにとって安全で安心な環境の整備を推進します

238
子どもがインターネットを適切に活用するための
普及啓発

児童家庭課 150 175

（再） 239 性犯罪等の未然防止対策の推進
警察本部生活安全部生
活安全企画課

1,179 533

（再） 240 防犯活動の展開
警察本部生活安全部生
活安全企画課

0 0

（再） 241 児童買春事犯等福祉犯罪の取締りと被害者保護
警察本部生活安全部少
年課

0 0

（再） 242 少年サポートセンター
警察本部生活安全部少
年課

1,152 1,150

243
携帯電話等インターネット接続機器からの有害情
報の閲覧防止対策の推進

警察本部生活安全部少
年課

0 0

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

の
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  重点目標４　高齢者・障害者の社会参画と介護体制の充実

平成31年度 平成30年度

  （１）高齢者・障害者の社会参画を支援します

244 高齢者チャレンジ１００ 県民生活課 739 877

245 老人クラブ助成事業 高齢福祉保健課 70,986 75,668

246 明るい長寿社会づくり事業 高齢福祉保健課 54,096 58,436

247 視覚障害者等支援事業 障害福祉課 9,450 9,450

248 コミュニケーション確保事業費 障害福祉課 19,197 19,197

249 市町村地域生活支援事業 障害福祉課 345,799 332,752

250 重症心身障害児者研修会開催事業補助金 障害福祉課 180 180

251 障害者芸術文化祭開催事業 障害福祉課 500 2,812

252 障害者社会参加推進センター運営事業 障害福祉課 5,920 5,920

253 授産活動プロデュース事業 障害福祉課 26,393 27,573

254 スポーツ振興事業費 障害福祉課 8,766 8,766

255 全国障害者スポーツ大会選手支援事業 障害福祉課 18,067 18,907

256 知的障害児者相談活動事業補助金 障害福祉課 360 360

257 バリアフリーまちづくり事業 障害福祉課 759,460 759,460

258 やさしいまちづくり事業 障害福祉課 31,800 31,837

259 身体障害者団体活動助成事業 障害福祉課 1,201 1,201

260 シルバー人材センター発展・拡充支援事業 労政雇用課 5,617 5,617

261 高年齢者就業機会創出促進費 労政雇用課 － 776

262 障害者雇用理解促進事業 労政雇用課 901 1,004

263 障害者雇用マッチング支援事業 労政雇用課 11,906 12,194

264 障害者雇用促進プロジェクト費 労政雇用課 20,618 25,708

（再） 265 女性・高齢者等新規就業促進プロジェクト 労政雇用課 18,843 －

266 障害者雇用促進能力開発事業 職業能力開発課 87,109 84,612

（再） 267 交通安全施設等整備事業・緊急地方道路整備事業 道路管理課 1,293,621 1,289,579

（再） 268 緊急地方道路整備事業 道路建設課 8,170,377 7,972,597

（再） 269 緊急地方道路整備事業（街路） 都市整備課 5,138,446 2,542,863

（再） 270 公営住宅整備・改善 建築住宅課 267,340 259,820

（再） 271 安全で快適な住まいづくり 建築住宅課 123,250 114,025

（再） 272 交通施設バリアフリー化推進事業 交通政策課 0 0

  （２）高齢者が安心して暮らせる介護体制の整備を促進します

273 介護保険事業費補助金 高齢福祉保健課 27,870 27,061

274 介護保険制度の理解と利用促進 高齢福祉保健課 0 0

275 高齢者介護サービス体制整備支援事業 高齢福祉保健課 2,333 2,481

276 認知症高齢者介護支援事業 高齢福祉保健課 28,510 29,804

277 介護サービス情報の公表 国保・福祉指導課 7,274 7,328

（再） 278 ワーク・ライフ・バランス推進事業 労政雇用課 877 1,611

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

65



  重点目標５　貧困等により困難を抱えた男女が安心して暮らせる環境の整備

平成31年度 平成30年度

  （１）生活困窮者の自立の促進を支援します

279 生活困窮者自立支援事業 福祉保健課 23,996 23,519

  （２）ひとり親家庭への支援を充実します

280 児童扶養手当の支給 児童家庭課 211,522 192,009

281 ひとり親家庭生活向上事業 児童家庭課 640 640

282 ひとり親家庭等医療費助成事業 児童家庭課 336,191 343,318

283 母子家庭等自立支援事業 児童家庭課 13,411 30,118

284 ひとり親家庭等日常生活支援事業 児童家庭課 193 295

285 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 児童家庭課 335,167 352,451

286 母子・父子自立支援員による生活相談 児童家庭課 0 53

287
ひとり親家庭の親の優先枠（「離職者等の再就職
訓練」の一部）

職業能力開発課 0 0

  重点目標６　地域や防災・災害復興分野等における男女共同参画

平成31年度 平成30年度

  （１）地域における男女共同参画を促進します

288
地域おこし等に関する政策･方針決定過程への女
性の参画

地域政策課 － 0

289 特定地域の自立･安全を支援する事業 地域政策課 43,534 70,362

290 地域の合意形成促進事業 地域政策課 4,722 2,931

（再） 291 社会活動促進事業 県民生活課 9,114 13,905

292 安全・安心なまちづくり推進事業 県民生活課 4,684 5,037

（再） 293 女性のチャレンジ支援 男女平等社会推進課 0 0

（再） 294
男女平等社会推進課だより「ふれ愛ほっとらい
ん」の発行

男女平等社会推進課 0 0

295 交流人口拡大戦略検討費 観光企画課 4,500 6,290

296 地域安全活動への女性の参画促進
警察本部生活安全部生
活安全企画課

0 0

  （２）防災・災害復興分野における男女共同参画を促進します

297
防災計画や防災マニュアル等の作成にあたっての
男女のニーズの反映

防災企画課 2,598 2,598

298
防災･災害復興に関する政策･方針決定過程への女
性の参画

防災企画課 763 750

  （３）環境保全の取組への男女共同参画を促進します

299 県民参加の環境運動推進事業 環境企画課 5,766 5,763

300 事業活動における温室効果ガス排出削減推進事業 環境企画課 2,420 3,188

301 環境活動実践推進事業 環境企画課 498 498

302 新潟県カーボン・オフセット制度普及促進事業 環境企画課 6,796 6,796

24,686,712 22,295,990

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）

関連事業の合計予算額

事業
番号

関連事業・取組名 担当課
当初予算額（千円）
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Ⅲ 県内市町村の状況 
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 １  市町村における男女平等推進施策所管課等の一覧

（平成31年４月１日現在）

市町村 所管部（局）課名 庁内連絡会議名称 懇談会・諮問機関名称

新潟市 男女共同参画課 新潟市男女共同参画推進会議 新潟市男女共同参画審議会

長岡市 人権・男女共同参画課 長岡市男女共同参画政策推進会議 長岡市男女共同参画審議会

三条市 地域経営課 三条市男女共同参画推進会議 三条市男女共同参画審議会

柏崎市 人権啓発・男女共同参画室 柏崎市男女共同参画プラン庁内推進会議 柏崎市男女共同参画審議会

新発田市 人権啓発課 新発田市人権対策委員会 新発田市男女共同参画審議会

小千谷市 市民生活課 小千谷市男女共同参画推進委員会 おぢや男女共同参画プラン推進懇談会

加茂市 総務課 なし なし

十日町市 企画政策課 十日町市男女共同参画庁内推進会議 十日町市男女共同参画推進委員会

見附市 まちづくり課 見附市男女共同参画推進会議 見附市男女共同参画事業推進懇談会

村上市 市民課 村上市男女共同参画計画庁内推進委員会 なし

燕市 地域振興課 燕市男女共同参画推進会議 燕市男女共同参画推進審議会

糸魚川市 環境生活課 糸魚川市男女共同参画推進庁内委員会 糸魚川市男女共同参画推進委員会

妙高市 企画政策課 未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 妙高市男女共同参画推進本部 妙高市男女共同参画審議会

五泉市 企画政策課 五泉市男女共同参画推進会議 五泉市男女共同参画推進審議会

上越市 共生まちづくり課 上越市男女共同参画行政推進会議 上越市男女共同参画審議会

阿賀野市 総務部企画財政課 阿賀野市男女共同参画プラン庁内推進委員会 阿賀野市男女共同参画プラン推進協議会

佐渡市 企画課 佐渡市男女共同参画庁内推進会議 佐渡市男女共同参画推進懇談会

魚沼市 総務政策部　企画政策課 魚沼市男女共同参画推進計画庁内推進委員会 魚沼市男女共同参画推進委員会

南魚沼市 企画政策課 南魚沼市男女共同参画庁内推進会議 なし

胎内市 総務課 胎内市男女共同参画庁内推進委員会 胎内市男女共同参画推進委員会

19／20 17／20

聖籠町 総務課 聖籠町男女共同参画推進会議 聖籠町男女共同参画計画策定委員会

弥彦村 総務課 なし なし

田上町 総務課 なし なし

阿賀町 総務課 なし なし

出雲崎町 教育課 なし なし

湯沢町 教育課 なし なし

津南町 教育委員会 なし なし

刈羽村 産業政策課 なし なし

関川村 総務政策課 なし なし

粟島浦村 総務課 なし なし

1／10 1／10

20／30 18／30

計

計

合　　　　　計
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 ２  市町村男女共同参画計画の策定状況

（令和元年５月１日現在）

市町村 計　画　名　称 計　画　期　間

新潟市 第３次新潟市男女共同参画行動計画 平成28年４月１日～令和３年３月31日

長岡市 第２次ながおか男女共同参画基本計画＜改訂＞ 平成29年３月～令和４年３月

三条市 第２次三条市男女共同参画推進プラン 平成27年４月～令和５年３月

柏崎市 柏崎市男女共同参画基本計画 平成28年４月～令和３年３月

新発田市 第４次しばた男女共同参画推進プラン 平成31年４月～令和６年３月31日

小千谷市 第４次おぢや男女共同参画プラン 平成29年４月１日～令和４年３月31日

加茂市 なし

十日町市
とおかまち男女平等みらいプラン
（第３次十日町市男女共同参画基本計画）

平成30年４月１日～令和５年３月31日

見附市 第４次見附市男女共同参画計画 平成29年４月１日～令和３年３月31日

村上市 第２次村上市男女共同参画計画 平成30年３月～令和５年３月

燕市 第３次燕市男女共同参画推進プラン 平成29年４月～令和５年３月

糸魚川市 第２次いといがわ男女共同参画プラン 平成29年３月～令和４年３月

妙高市 男女が共にあゆむパートナープラン2011～2019＜改定版＞ 平成27年４月１日～令和２年３月31日

五泉市 ごせん男女共同参画推進計画 平成29年４月～令和４年３月

上越市 上越市第３次男女共同参画基本計画 平成30年４月１日～令和５年３月31日

阿賀野市 第３次阿賀野市男女共同参画プラン 平成28年４月～令和３年３月

佐渡市 第２次佐渡市男女共同参画計画 平成27年３月～令和２年３月

魚沼市 第３次魚沼市男女共同参画推進計画 平成28年４月１日～令和３年３月31日

南魚沼市 第３次南魚沼市男女共同参画基本計画 平成29年４月１日～令和４年３月31日

胎内市 第２次胎内市男女共同参画プラン２１ 平成27年４月～令和２年３月

計 19／20

聖籠町 第３次聖籠町男女共同参画計画 平成30年４月１日～令和５年３月31日

弥彦村 なし

田上町 なし

阿賀町 なし

出雲崎町 なし

湯沢町 なし

津南町 なし

刈羽村 なし

関川村 なし

粟島浦村 なし

計 1／10

合　計 20／30
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３　政策・方針決定過程における女性の参画状況

（１）　各種委員及び審議会等における女性の参画状況

総　　数 うち女性数 女性の割合

132 55 41.7%

152 32 21.1%

21 3 14.3%

67 4 6.0%

635 74 11.7%

94 15 16.0%

11,457 2,970 25.9%

※広域で設置されている審議会等は含まない。

（２）　女性管理職の状況

総　　数 うち女性数 女性の割合

1,229 147 12.0%

122 11 9.0%

1,351 158 11.7%

（３）　市町村議会議員における女性の状況　（平成30年12月31日現在 ： 30市町村）

総　　数 うち女性数 女性の割合

459 45 9.8%

116 12 10.3%

575 57 9.9%

※市町村課資料より

４   男女共同参画・女性に関する条例の制定状況

1 上越市

2 妙高市

3 新潟市

4 三条市

5 柏崎市

6 長岡市

7 五泉市

8 燕市

9 新発田市

５　男女共同参画・女性のための総合的な施設の設置状況

1 新潟市

2 長岡市

3 三条市

4 上越市

5 新発田市

4

（平成31年４月１日現在）

審議会等委員

固定資産評価委員

5

6

7

監査委員

農業委員

区　　　　　分

区　　　　　分

施　設　の　名　称

市町村名

市　　　計

新潟市男女共同参画推進条例

市町村　合計

三条市男女共同参画推進条例

新発田市男女共同参画推進条例

平成16年12月15日

1

2 町村　　計

条  例  の  名  称

市町村名

 

教育委員

選挙管理委員

人事委員・公平委員

区　　　　　分

（平成31年４月１日現在）

1

2

3

平成3年8月1日

平成13年10月1日

平成29年4月1日

長岡市男女平等推進センター「ウィルながおか」

平成12年7月1日三条市男女共同参画センター

新発田市男女共同参画交流ルーム

 

妙高市男女共同参画社会推進条例

上越市男女共同参画基本条例 平成14年3月26日

平成17年12月26日

平成17年3月17日

市町村　合計

市議会議員

町村議会議員2

1

平成16年12月16日

平成17年3月18日

平成14年3月29日

（平成31年４月１日現在）

平成14年4月1日

施  行  日議会の可決日 公  布  日

平成17年12月26日

平成27年3月12日平成27年3月12日 平成27年4月1日

平成16年12月16日

平成17年4月1日

平成18年4月1日

平成23年3月25日 平成23年3月29日 平成23年4月1日

平成26年12月22日 平成26年12月25日 平成27年4月1日

上越市男女共同参画推進センター「ウィズじょうえつ」 平成13年1月4日

柏崎市男女共同参画推進条例 平成18年12月22日 平成18年12月22日 平成19年4月1日

長岡市男女共同参画社会基本条例 平成22年12月20日 平成22年12月22日 平成23年4月1日

新潟市男女共同参画推進センター「アルザにいがた」

（平成31年４月１日現在）

設置年月日

五泉市男女共同参画推進条例

燕市男女共同参画推進条例
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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 
                                                                           

第 34 回国連総会（昭和 54 年 12 月）採択 
昭和 60 年６月日本批准 

 
 この条約の締約国は、 
 国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認している
ことに留意し、 
 世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人
間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による
差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し
ていることに留意し、 
 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男
女に平等の権利を確保する義務を負つていることに留意し、 
 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、 
 更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、 
 しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを
憂慮し、 
 女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等
の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の
繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発すること
を一層困難にするものであることを想起し、 
 窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享
受する機会が最も少ないことを憂慮し、 
 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、 
 アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及
び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、 
 国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国（社会体制及び経済体制のいかんを問わない。）
の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮
小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は
外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重する
ことが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し、 
 国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限
に参加することを必要としていることを確信し、 
 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要
性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべ
きではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、 
 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要
であることを認識し、 
 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあ
らゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、 
 次のとおり協定した。 
 
第１部  
 
第１条 
 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性
に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済
的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野に
おいても、女子（婚姻をしているかいないかを問わな
い。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由
を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効に
する効果又は目的を有するものをいう。 
 
第２条 
 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難
し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当
な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、
及びこのため次のことを約束する。 
（ａ）男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な

法令に組み入れられていない場合にはこれを定
め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法
律その他の適当な手段により確保すること。  

（ｂ）女子に対するすべての差別を禁止する適当な立
法その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）
をとること。  

（ｃ）女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎
として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所そ
の他の公の機関を通じて差別となるいかなる行
為からも女子を効果的に保護することを確保す
ること。  

（ｄ）女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行
も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務
に従つて行動することを確保すること。  

（ｅ）個人、団体又は企業による女子に対する差別を

撤廃するためのすべての適当な措置をとること。  
（ｆ）女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣

習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべて
の適当な措置（立法を含む。）をとること。  

（ｇ）女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規
定を廃止すること。  

 
第３条 
 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、
経済的及び文化的分野において、女子に対して男子と
の平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及
び享有することを保障することを目的として、女子の
完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての
適当な措置（立法を含む。）をとる。 
 
第４条 
１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを

目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条
約に定義する差別と解してはならない。ただし、そ
の結果としていかなる意味においても不平等な又
は別個の基準を維持し続けることとなつてはなら
ず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が
達成された時に廃止されなければならない。  

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別
措置（この条約に規定する措置を含む。）をとるこ
とは、差別と解してはならない。  

 
第５条 
 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置を
とる。 
（ａ）両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念

又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び
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慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、
男女の社会的及び文化的な行動様式を修正する
こと。  

（ｂ）家庭についての教育に、社会的機能としての母
性についての適正な理解並びに子の養育及び発
育における男女の共同責任についての認識を含
めることを確保すること。あらゆる場合におい
て、子の利益は最初に考慮するものとする。  

 
第６条 
 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売
春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置
（立法を含む。）をとる。  
 
第２部  
 
第７条 
 締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子
に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置
をとるものとし、特に、女子に対して男子と平等の条
件で次の権利を確保する。 
（ａ）あらゆる選挙及び国民投票において投票する権

利並びにすべての公選による機関に選挙される
資格を有する権利  

（ｂ）政府の政策の策定及び実施に参加する権利並び
に政府のすべての段階において公職に就き及び
すべての公務を遂行する権利  

（ｃ）自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府
機関及び非政府団体に参加する権利  

 
第８条 
 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関
の活動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の
条件でかついかなる差別もなく確保するためのすべ
ての適当な措置をとる。 
 
第９条 
１ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女

子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は、
特に、外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更
が、自動的に妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし又
は夫の国籍を妻に強制することとならないことを
確保する。  

２ 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と
平等の権利を与える。  

 
第３部  
 
第 10 条 
 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子
と平等の権利を確保することを目的として、特に、男
女の平等を基礎として次のことを確保することを目
的として、女子に対する差別を撤廃するためのすべて
の適当な措置をとる。    
（ａ）農村及び都市のあらゆる種類の教育施設におけ

る職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のた
めの同一の条件。このような平等は、就学前教育、
普通教育、技術教育、専門教育及び高等技術教育
並びにあらゆる種類の職業訓練において確保さ
れなければならない。  

（ｂ）同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資
格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設
及び設備を享受する機会  

（ｃ）すべての段階及びあらゆる形態の教育における
男女の役割についての定型化された概念の撤廃
を、この目的の達成を助長する男女共学その他の
種類の教育を奨励することにより、また、特に、
教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに
指導方法を調整することにより行うこと。  

（ｄ）奨学金その他の修学援助を享受する同一の機 
会  

（ｅ）継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計
画を含む。）、特に、男女間に存在する教育上の
格差をできる限り早期に減少させることを目的
とした継続教育計画を利用する同一の機会  

（ｆ）女子の中途退学率を減少させること及び早期に
退学した女子のための計画を策定すること。  

（ｇ）スポ－ツ及び体育に積極的に参加する同一の機
会  

（ｈ）家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育
的情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）
を享受する機会  

 
第 11 条 
１ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、

特に次の権利を確保することを目的として、雇用の
分野における女子に対する差別を撤廃するための
すべての適当な措置をとる。 

（ａ）すべての人間の奪い得ない権利としての労働の
権利  

（ｂ）同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準
の適用を含む。）についての権利  

（ｃ）職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障
ならびに労働に係るすべての給付及び条件につ
いての権利並びに職業訓練及び再訓練（見習、上
級職業訓練及び継続的訓練を含む。）を受ける権
利  

（ｄ）同一価値の労働についての同一報酬（手当を含
む。）及び同一待遇についての権利並びに労働の
質の評価に関する取扱いの平等についての権利  

（ｅ）社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老
齢その他の労働不能の場合における社会保障）に
ついての権利及び有給休暇についての権利  

（ｆ）作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能
の保護を含む。）についての権利  

２ 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対す
る差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働
の権利を確保するため、次のことを目的とする適当
な措置をとる。 

（ａ）妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻を
しているかいないかに基づく差別的解雇を制裁
を課して禁止すること。  

（ｂ）給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、
従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪
失を伴わない母性休暇を導入すること。  

（ｃ）親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動へ
の参加とを両立させることを可能とするために
必要な補助的な社会的サ－ビスの提供を、特に保
育施設網の設置及び充実を促進することにより
奨励すること。  

（ｄ）妊娠中の女子に有害であることが証明されてい
る種類の作業においては、当該女子に対して特別
の保護を与えること。  

３ この条に規定する事項に関する保護法令は、科学
上及び技術上の知識に基づき定期的に検討するも
のとし、必要に応じて、修正し、廃止し、又はその
適用を拡大する。  

 
第 12 条 
１ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ－ビス

（家族計画に関連するものを含む。）を享受する機
会を確保することを目的として、保健の分野におけ
る女子に対する差別を撤廃するためのすべての適
当な措置をとる。  

２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、
妊娠、分娩及び産後の期間中の適当なサ－ビス（必
要な場合には無料にする。）並びに妊娠及び授乳の
期間中の適当な栄養を確保する。  

 
第 13 条 
 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特
に次の権利を確保することを目的として、他の経済的
及び社会的活動の分野における女子に対する差別を
撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 
（ａ）家族給付についての権利  
（ｂ）銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用

についての権利  
（ｃ）レクリエ－ション、スポ－ツ及びあらゆる側面

における文化的活動に参加する権利  
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第 14 条 
１ 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び

家族の経済的生存のために果たしている重要な役
割（貨幣化されていない経済の部門における労働を
含む。）を考慮に入れるものとし、農村の女子に対
するこの条約の適用を確保するためのすべての適
当な措置をとる。  

２ 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が
農村の開発に参加すること及びその開発から生ず
る利益を受けることを確保することを目的として、
農村の女子に対する差別を撤廃するためのすべて
の適当な措置をとるものとし、特に、これらの女子
に対して次の権利を確保する。 

（ａ）すべての段階における開発計画の作成及び実施
に参加する権利  

（ｂ）適当な保健サ－ビス（家族計画に関する情報、
カウンセリング及びサ－ビスを含む。）を享受す
る権利  

（ｃ）社会保障制度から直接に利益を享受する権利  
（ｄ）技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正

規であるかないかを問わない。）の訓練及び教育
（実用的な識字に関するものを含む。）並びに、
特に、すべての地域サ－ビス及び普及サ－ビスか
らの利益を享受する権利  

（ｅ）経済分野における平等な機会を雇用又は自営を
通じて得るために、自助的集団及び協同組合を組
織する権利  

（ｆ）あらゆる地域活動に参加する権利  
（ｇ）農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技

術を利用する権利並びに土地及び農地の改革並
びに入植計画において平等な待遇を享受する権
利  

（ｈ）適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び
水の供給、運輸並びに通信に関する条件）を享受
する権利  

 
第４部  
 
第 15 条 
１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を

認める。  
２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の

法的能力を与えるものとし、また、この能力を行使
する同一の機会を与える。特に、締約国は、契約を
締結し及び財産を管理することにつき女子に対し
て男子と平等の権利を与えるものとし、裁判所にお
ける手続のすべての段階において女子を男子と平
等に取り扱う。  

３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効
果を有するすべての契約及び他のすべての私的文
書（種類のいかんを問わない。）を無効とすること
に同意する。  

４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の
自由に関する法律において男女に同一の権利を与
える。  

 
 
第 16 条 
１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項に

ついて女子に対する差別を撤廃するためのすべて
の適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を
基礎として次のことを確保する。 

（ａ）婚姻をする同一の権利  
（ｂ）自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意

のみにより婚姻をする同一の権利  
（ｃ）婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責

任  
（ｄ）子に関する事項についての親（婚姻をしている

かいないかを問わない。）としての同一の権利及
び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上
である。  

（ｅ）子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもっ
て決定する同一の権利並びにこれらの権利の行
使を可能にする情報、教育及び手段を享受する同
一の権利  

（ｆ）子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに
類する制度が存在する場合にはその制度に係る
同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子
の利益は至上である。  

（ｇ）夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選
択する権利を含む。）  

（ｈ）無償であるか有償であるかを問わず、財産を所
有し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分
することに関する配偶者双方の同一の権利  

２  児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないもの
とし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所へ
の婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な
措置（立法を含む。）がとられなければならない。  

 
第５部  
 
第 17 条 
１  この条約の実施に関する進捗状況を検討するため

に、女子に対する差別の撤廃に関する委員会（以下
「委員会」という。）を設置する。委員会は、この
条約の効力発生の時は 18 人の、35 番目の締約国に
よる批准又は加入の後は 23 人の徳望が高く、かつ、
この条約が対象とする分野において十分な能力を
有する専門家で構成する。委員は、締約国の国民の
中から締約国により選出されるものとし、個人の資
格で職務を遂行する。その選出に当たっては、委員
の配分が地理的に衡平に行われること並びに異な
る文明形態及び主要な法体系が代表されることを
考慮に入れる。  

２  委員会の委員は、締約国により指名された者の名
簿の中から秘密投票により選出される。各締約国
は、自国民の中から１人を指名することができる。  

３  委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発
生の日の後６箇月を経過した時に行う。国際連合事
務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも３箇
月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏
名を２箇月以内に提出するよう書簡で要請する。同
事務総長は、指名された者のアルファベット順によ
る名簿（これらの者を指名した締約国名を表示した
名簿とする。）を作成し、締約国に送付する。  

４  委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により
国際連合本部に招集される締約国の会合において
行う。この会合は、締約国の３分の２をもって定足
数とする。この会合においては、出席しかつ投票す
る締約国の代表によって投じられた票の最多数で、
かつ、過半数の票を得て指名された者をもって委員
会に選出された委員とする。  

５  委員会の委員は、４年の任期で選出される。ただ
し、最初の選挙において選出された委員のうち９人
の委員の任期は、２年で終了するものとし、これら
の９人の委員は、最初の選挙の後直ちに、委員会の
委員長によりくじ引きで選ばれる。  

６ 委員会の５人の追加的な委員の選挙は、35 番目の
批准又は加入の後、２から４までの規定に従って行
う。この時に選出された追加的な委員のうち２人の
委員の任期は、２年で終了するものとし、これらの
２人の委員は、委員会の委員長によりくじ引で選ば
れる。  

７ 締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての
職務を遂行することができなくなった場合には、そ
の空席を補充するため、委員会の承認を条件として
自国民の中から他の専門家を任命する。  

８ 委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の
重要性を考慮して決定する条件に従い、同総会の承
認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。  

９ 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める
任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便
益を提供する。  

 
第 18 条 
１ 締約国は、次の場合に、この条約の実施のために

とった立法上、司法上、行政上その他の措置及びこ
れらの措置によりもたらされた進歩に関する報告
を、委員会による検討のため、国際連合事務総長に
提出することを約束する。    



80 
 

（ａ）当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時
から１年以内  

（ｂ）その後は少なくとも４年ごと、更には委員会が
要請するとき。  

２ 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に
影響を及ぼす要因及び障害を記載することができ
る。  

 
第 19 条 
１ 委員会は、手続規則を採択する。  
２ 委員会は、役員を２年の任期で選出する。  
 
第 20 条 
１ 委員会は、第 18 条の規定により提出される報告

を検討するために原則として毎年２週間を超えな
い期間会合する。  

２ 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は
委員会が決定する他の適当な場所において開催す
る。  

 
第 21 条 
１ 委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じ

て毎年国際連合総会に報告するものとし、また、締
約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及
び一般的な性格を有する勧告を行うことができる。
これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、締
約国から意見がある場合にはその意見とともに、委
員会の報告に記載する。  

２ 国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用と
して、婦人の地位委員会に送付する。  

 
第 22 条 
 専門機関は、その任務の範囲内にある事項に関する
この条約の規定の実施についての検討に際し、代表を
出す権利を有する。委員会は、専門機関に対し、その
任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施に
ついて報告を提出するよう要請することができる。  
 
第６部  
 
第 23 条 
 この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規
定であって男女の平等の達成に一層貢献するものに
影響を及ぼすものではない。 
（ａ）締約国の法令  
（ｂ）締約国について効力を有する他の国際条約又は

国際協定  
 
第 24 条 
 締約国は、自国においてこの条約の認める権利の完
全な実現を達成するためのすべての必要な措置をと
ることを約束する。 
 
第 25 条 
１ この条約は、すべての国による署名のために開放

しておく。  
２ 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指

定される。  
３ この条約は、批准されなければならない。批准書

は、国際連合事務総長に寄託する。  
４ この条約は、すべての国による加入のために開放

しておく。加入は、加入書を国際連合事務総長に寄
託することによって行う。  

 
 
第 26 条 
１ いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書

面による通告により、いつでもこの条約の改正を要
請することができる。  

２ 国際連合総会は、１の要請に関してとるべき措置
があるときは、その措置を決定する。  

 
第 27 条 
１ この条約は、20 番目の批准書又は加入書が国際連

合事務総長に寄託された日の後 30 日目の日に効力

を生ずる。  
２ この条約は、20 番目の批准書又は加入書が寄託さ

れた後に批准し又は加入する国については、その批
准書又は加入書が寄託された日の後 30 日目の日に
効力を生ずる。  

 
第 28 条 
１ 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われ

た留保の書面を受領し、かつ、すべての国に送付す
る。  

２ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認
められない。  

３ 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりい
つでも撤回することができるものとし、同事務総長
は、その撤回をすべての国に通報する。このように
して通報された通告は、受領された日に効力を生ず
る。  

 
第 29 条 
１ この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛

争で交渉によって解決されないものは、いずれかの
紛争当事国の要請により、仲裁に付される。仲裁の
要請の日から６箇月以内に仲裁の組織について紛
争当事国が合意に達しない場合には、いずれの紛争
当事国も、国際司法裁判所規程に従って国際司法裁
判所に紛争を付託することができる。  

２ 各締約国は、この条約の署名若しくは批准又はこ
の条約への加入の際に、１の規定に拘束されない旨
を宣言することができる。他の締約国は、そのよう
な留保を付した締約国との関係において１の規定
に拘束されない。  

３ ２の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際
連合事務総長にあてた通告により、いつでもその留
保を撤回することができる。  

 
第 30 条 
 この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス
語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし、国
際連合事務総長に寄託する。  
 
 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこ
の条約に署名した。  
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男女共同参画社会基本法 

（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号） 
                              改正 平成 11 年７月 16 日法律第 102 号 
                                 平成 11 年 12 月 22 日同 第 160 号 
 
目次  
 前文 
 第１章 総則（第１条－第 12 条） 
 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第 13 条－第 20 条） 
 第３章 男女共同参画会議（第 21 条－第 28 条） 
 附則 
 
 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組
が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 
 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、
男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮す
ることができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 
 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付
け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要
である。 
 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地
方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制
定する。 
 
第１章 総則 
 
（目的） 
第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、 

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある 
社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共 
同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに
国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにすると
ともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施
策の基本となる事項を定めることにより、男女共同
参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するこ
とを目的とする。 

 
（定義） 
第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 
 一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対   
等 な 構 成 員 と し て 、 自 ら の 意 思 に よ っ て 社 会 の   
あ ら ゆ る 分 野 に お け る 活 動 に 参 画 す る 機 会 が 確   
保され、もって男女が均等に政治的、経済的、   社
会的及び文化的利益を享受することができ、   か
つ、共に責任を担うべき社会を形成すること   を
いう。 
 二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る   
男 女 間 の 格 差 を 改 善 す る た め 必 要 な 範 囲 内 に お   
い て 、 男 女 の い ず れ か 一 方 に 対 し 、 当 該 機 会 を   
積極的に提供することをいう。 
 
（男女の人権の尊重） 
第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人と 

しての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ 
る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人とし 
て能力を発揮する機会が確保されることその他の 
男女の人権が尊重されることを旨として、行われ 
なければならない。 

 
（社会における制度又は慣行についての配慮） 
第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社 

会における制度又は慣行が、性別による固定的な 
役割分担等を反映して、男女の社会における活動 
の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ 
り、男女共同参画社会の形成を阻害する要因とな 
るおそれがあることにかんがみ、社会における制 
度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対 
して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよ 
うに配慮されなければならない。 

 
（政策等の立案及び決定への共同参画） 
第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会 

の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体 

における政策又は民間の団体における方針の立案 
及び決定に共同して参画する機会が確保されるこ 
とを旨として、行われなければならない。 

 
（家庭生活における活動と他の活動の両立） 
第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成す 

る男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養
育、家族の介護その他の家庭生活における活動につ
いて家族の一員としての役割を円滑に果たし、か
つ、当該活動以外の活動を行うことができるように
することを旨として、行われなければならない。 

 
（国際的協調） 
第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会 

における取組と密接な関係を有していることにか 
んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の
下に行われなければならない。 

 
（国の責務） 
第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共 

同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本
理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。
以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務
を有する。 

 
（地方公共団体の責務） 
第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男 

女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に 
準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域 
の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務 
を有する。 

 
（国民の責務） 
第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の 

社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと 
り、男女共同参画社会の形成に寄与するように努 
めなければならない。 

 
（法制上の措置等） 
第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に 

関する施策を実施するため必要な法制上又は財政 
上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 
（年次報告等） 
第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会 

の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会 
の形成の促進に関する施策についての報告を提出 
しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画 
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社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女 
共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らか 
にした文書を作成し、これを国会に提出しなけれ 
ばならない。 

 
第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基    
本的施策 
 
（男女共同参画基本計画） 
第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に 

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な
計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を
定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につ 
いて定めるものとする。 

 一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社   
会の形成の促進に関する施策の大綱 
 二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会   
の 形 成 の 促 進 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的   
に推進するために必要な事項 
３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴 

いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の
決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定 
があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計 
画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更 
について準用する。 

 
（都道府県男女共同参画計画等） 
第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案 

して、当該都道府県の区域における男女共同参画 
社会の形成の促進に関する施策についての基本的 
な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」とい 
う。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項 
について定めるものとする。 

 一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に   
講 ず べ き 男 女 共 同 参 画 社 会 の 形 成 の 促 進 に 関 す   
る施策の大綱 
 二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域に   
お け る 男 女 共 同 参 画 社 会 の 形 成 の 促 進 に 関 す る   
施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る た め に 必 要   
な事項 
３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県 

男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域 
における男女共同参画社会の形成の促進に関する 
施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共
同参画計画」という。）を定めるように努めなけれ
ばならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画 
計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変 
更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな
らない。 

 
（施策の策定等に当たっての配慮） 
第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会 

の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、
及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形
成に配慮しなければならない。 

 
（国民の理解を深めるための措置） 
第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じ 

て、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適 
切な措置を講じなければならない。 

 
（苦情の処理等） 
第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の 

形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の 
形成に影響を及ぼすと認められる施策についての 
苦情の処理のために必要な措置及び性別による差 
別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻 
害する要因によって人権が侵害された場合におけ 
る被害者の救済を図るために必要な措置を講じな 

ければならない。 
 
（調査研究） 
第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共 

同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究 
その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する 
施策の策定に必要な調査研究を推進するように努  
めるものとする。 

 
（国際的協調のための措置） 
第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協 

調の下に促進するため、外国政府又は国際機関と 
の情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関 
する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために 
必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 
（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 
第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参 

画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体 
が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活 
動を支援するため、情報の提供その他の必要な措 
置を講ずるように努めるものとする。 

 
第３章 男女共同参画会議 
 
（設置） 
第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」 

という。）を置く。 
 
（所掌事務） 
第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 
 一 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３項   
に規定する事項を処理すること。 
 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は   
関 係 各 大 臣 の 諮 問 に 応 じ 、 男 女 共 同 参 画 社 会 の   
形 成 の 促 進 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 、 基 本 的 な 政   
策及び重要事項を調査審議すること。 
 三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、   
必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 内 閣 総 理 大 臣 及 び   
関係各大臣に対し、意見を述べること。 
 四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促   
進 に 関 す る 施 策 の 実 施 状 況 を 監 視 し 、 及 び 政 府   
の 施 策 が 男 女 共 同 参 画 社 会 の 形 成 に 及 ぼ す 影 響   
を 調 査 し 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 内 閣 総   
理 大 臣 及 び 関 係 各 大 臣 に 対 し 、 意 見 を 述 べ る こ   
と。 
 
（組織） 
第 23 条 会議は、議長及び議員 24 人以内をもって組

織する。 
 
（議長） 
第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 
２ 議長は、会務を総理する。 
 
（議員） 
第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 
 一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内   
閣総理大臣が指定する者 
 二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を   
有 す る 者 の う ち か ら 、 内 閣 総 理 大 臣 が 任 命 す る   
者 
２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員 

の総数の 10 分の５未満であってはならない。 
３ 第１項第二号の議員のうち、男女のいずれか一 

方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の 10 
分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第二号の議員は、非常勤とする。 
 
（議員の任期） 
第 26 条 前条第１項第二号の議員の任期は、２年と 

する。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残 任
期間とする。 

２ 前条第１項第二号の議員は、再任されることが 
できる。 
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（資料提出の要求等） 
第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するために必 

要があると認めるときは、関係行政機関の長に対 
し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提 
出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めるこ
とができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必 
要があると認めるときは、前項に規定する者以外 
の者に対しても、必要な協力を依頼することがで 
きる。 

 
（政令への委任） 
第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織及 

び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項 
は、政令で定める。 

 
附則 （平成 11 年６月 23 日法律第 78 号）抄 
 
（施行期日） 
第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

 
（男女共同参画審議会設置法の廃止） 
第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律 

第７号）は、廃止する。 
 
附則 （平成 11 年７月 16 日法律第 102 号）抄 
 
（施行期日） 
第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律 

（平成 11 年法律第 88 号）の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
る日から施行する。 

 （施行の日＝平成 13 年１月６日） 
 一 略 
 二 附則第 10 条第１項及び第５項、第 14 条第３項、

第 23 条、第 28 条並びに第 30 条の規定 
公布の日 

 
（委員等の任期に関する経過措置） 
第 28 条 この法律の施行の日の前日において次に掲

げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他
の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の
任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定め
たそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満
了する。 

 一から十まで 略 
 十一 男女共同参画審議会 
 
（別に定める経過措置） 
第 30 条 第２条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に
法律で定める。 

 
附則 （平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号） 抄 
 
（施行期日） 
第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、

平成 13 年１月６日から施行する。ただし、次の各号
に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。 

 （以下略）  
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
平成 27 年９月４日法律第 64 号 

                               
目次 
 第１章 総則（第１条－第４条） 
 第２章 基本方針等（第５条・第６条） 
 第３章 事業主行動計画等 
  第１節 事業主行動計画策定指針（第７条） 
  第２節 一般事業主行動計画（第８条－第 14 条） 
    第３節 特定事業主行動計画（第 15 条） 
  第４節 女性の職業選択に資する情報の公表（第 16 条・17 条） 
 第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第 18 条－第 25 条） 
 第５章 雑則（第 26 条－第 28 条） 
 第６章 罰則（第 29 条－第 34 条） 
 附則 
 
第１章 総則 
 
（目的） 
第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職

業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性
と能力を十分に発揮して職業生活において活躍す
ること（以下「女性の職業生活における活躍」と
いう。）が一層重要となっていることに鑑み、男
女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）の
基本理念にのっとり、女性の職業生活における活
躍の推進について、その基本原則を定め、並びに
国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにす
るとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策
定、女性の職業生活における活躍を推進するため
の支援措置等について定めることにより、女性の
職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進
し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な
少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の
社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある
社会を実現することを目的とする。 

 
（基本原則） 
第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職

業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を
踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又
は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇
進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に
関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、
かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した
職場における慣行が女性の職業生活における活躍
に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力
が十分に発揮できるようにすることを旨として、
行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生
活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護そ
の他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退
職することが多いことその他の家庭生活に関する
事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構
成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と
社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活
における活動について家族の一員としての役割を
円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うた
めに必要な環境の整備等により、男女の職業生活
と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能とな
ることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たって
は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、
本人の意思が尊重されるべきものであることに留
意されなければならない。 

 
（国及び地方公共団体の責務） 
第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性

の職業生活における活躍の推進についての基本原
則（次条及び第５条第１項において「基本原則」
という。）にのっとり、女性の職業生活における
活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこ
れを実施しなければならない。 

 
（事業主の責務） 
第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用

し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職
業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労
働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用
環境の整備その他の女性の職業生活における活躍
の推進に関する取組を自ら実施するよう努めると
ともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職
業生活における活躍の推進に関する施策に協力し
なければならない。 

 
第２章 基本方針等 
 
（基本方針） 
第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関する施策を総合的か
つ一体的に実施するため、女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方
針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。 
一 女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本的な方向 
二 事業主が実施すべき女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 
三 女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する次に掲げる事項 
イ 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置に関する事項 
ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために

必要な環境の整備に関する事項 
ハ その他女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策に関する重要事項 
四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活

における活躍を推進するために必要な事項 
３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議
の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定
があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな
ければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用
する。 

 
（都道府県推進計画等） 
第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都

道府県の区域内における女性の職業生活における
活躍の推進に関する施策についての計画（以下こ
の条において「都道府県推進計画」という。）を
定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定め
られているときは、基本方針及び都道府県推進計
画）を勘案して、当該市町村の区域内における女
性の職業生活における活躍の推進に関する施策に
ついての計画（次項において「市町村推進計画」
という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は
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市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅
滞なく、これを公表しなければならない。 

 
第３章 事業主行動計画等 
 

第１節 事業主行動計画策定指針 
 
第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組を総合的かつ効果的に実施すること
ができるよう、基本方針に即して、次条第１項に
規定する一般事業主行動計画及び第15条第１項に
規定する特定事業主行動計画（次項において「事
業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指
針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）
を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げ
る事項につき、事業主行動計画の指針となるべき
ものを定めるものとする。 
一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の内容に関する事項 
三 その他女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する重要事項 
３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したと
きは、遅滞なく、これを公表しなければならな
い。 

 
第２節 一般事業主行動計画 

 
（一般事業主行動計画の策定等） 
第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下

「一般事業主」という。）であって、常時雇用す
る労働者の数が300人を超えるものは、事業主行
動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画
（一般事業主が実施する女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以
下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところ
により、厚生労働大臣に届け出なければならな
い。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事
項を定めるものとする。 
一 計画期間 
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 
三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 
３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚
生労働省令で定めるところにより、採用した労働
者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年
数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労
働者に占める女性労働者の割合その他のその事業
における女性の職業生活における活躍に関する状
況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進
するために改善すべき事情について分析した上
で、その結果を勘案して、これを定めなければな
らない。この場合において、前項第二号の目標に
ついては、採用する労働者に占める女性労働者の
割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、
労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性
労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定め
なければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行
動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省
令で定めるところにより、これを労働者に周知さ
せるための措置を講じなければならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行 
動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省
令で定めるところにより、これを公表しなければ
ならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行
動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事
業主行動計画に定められた目標を達成するよう努

めなければならない。 
７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が300人以下のものは、事業主行動計画策定指針
に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働
省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け
出るよう努めなければならない。これを変更した
ときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一
般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする
場合について、第４項から第６項までの規定は前
項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を
定め、又は変更した場合について、それぞれ準用
する。 

 
（基準に適合する一般事業主の認定） 
第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の

規定による届出をした一般事業主からの申請に基
づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該
事業主について、女性の職業生活における活躍の
推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況
が優良なものであることその他の厚生労働省令で
定める基準に適合するものである旨の認定を行う
ことができる。 

 
（認定一般事業主の表示等） 
第10条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び

第20条第１項において「認定一般事業主」とい
う。） 
は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は
役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信そ
の他の厚生労働省令で定めるもの（次項において
「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表
示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商
品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付
してはならない。 

 
（認定の取消し） 
第11条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第９条の認定を
取り消すことができる。 
一 第９条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。 
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し

たとき。 
三 不正の手段により第九条の認定を受けたと

き。 
 
（委託募集の特例等） 
第12条 承認中小事業主団体の構成員である中小事

業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者
の数が300人以下のものをいう。以下この項及び
次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団
体をして女性の職業生活における活躍の推進に関
する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わ
せようとする場合において、当該承認中小事業主
団体が当該募集に従事しようとするときは、職業
安定法（昭和22年法律第141号）第36条第１項及
び第３項の規定は、当該構成員である中小事業主
については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団
体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他
の特別の法律により設立された組合若しくはその
連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一
般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員
とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当す
るものに限る。）のうち、その構成員である中小
事業主に対して女性の職業生活における活躍の推
進に関する取組を実施するための人材確保に関す
る相談及び援助を行うものであって、その申請に
基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を
適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適
合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に
規定する基準に適合しなくなったと認めるとき
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は、同項の承認を取り消すことができる。 
４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集

に従事しようとするときは、厚生労働省令で定め
るところにより、募集時期、募集人員、募集地域
その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省
令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければ
ならない。 

５ 職業安定法第37条第２項の規定は前項の規定に
よる届出があった場合について、同法第５条の３
第１項及び第３項、第５条の４、第39条、第41条
第２項、第48条の３、第48条の４、第50条第１項
及び第２項並びに第51条の２の規定は前項の規定
による届出をして労働者の募集に従事する者につ
いて、同法第40条の規定は同項の規定による届出
をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の
供与について、同法第50条第３項及び第４項の規
定はこの項において準用する同条第２項に規定す
る職権を行う場合について、それぞれ準用する。
この場合において、同法第37条第２項中「労働者
の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律第12条第
４項の規定による届出をして労働者の募集に従事
しようとする者」と、同法第41条第２項中「当該
労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」と
あるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第36条第２項及び第42条の２の規定
の適用については、同法第36条第２項中「前項
の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の
募集に従事させようとする者がその被用者以外の
者に与えようとする」と、同法第42条の２中「第
39条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の
職業生活における活躍の推進に関する法律（平成
27年法律第64号）第12条第４項の規定による届出
をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、
第２項の相談及び援助の実施状況について報告を
求めることができる。 

 
第13条 公共職業安定所は、前条第４項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する承認中小事
業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調
査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当
該募集の内容又は方法について指導することによ
り、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るもの
とする。 

 
（一般事業主に対する国の援助） 
第14条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定

により一般事業主行動計画を策定しようとする一
般事業主又はこれらの規定による届出をした一般
事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労
働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計
画に基づく措置が円滑に実施されるように相談そ
の他の援助の実施に努めるものとする。 

 
第３節 特定事業主行動計画 

 
第15条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又

はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定
事業主」という。）は、政令で定めるところによ
り、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業
主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生
活における活躍の推進に関する取組に関する計画
をいう。以下この条において同じ。）を定めなけ
ればならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事
項を定めるものとする。 
一 計画期間 
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 
三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 
３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更しようとするときは、内閣府令で定めると
ころにより、採用した職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状
況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割
合その他のその事務及び事業における女性の職業
生活における活躍に関する状況を把握し、女性の
職業生活における活躍を推進するために改善すべ
き事情について分析した上で、その結果を勘案し
て、これを定めなければならない。この場合にお
いて、前項第二号の目標については、採用する職
員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数
の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にあ
る職員に占める女性職員の割合その他の数値を用
いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又
は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知
させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又
は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ
ればならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業
主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しな
ければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取
組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定
められた目標を達成するよう努めなければならな
い。 

 
第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

 
（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の
公表） 
第16条 第８条第１項に規定する一般事業主は、厚

生労働省令で定めるところにより、職業生活を営
み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよ
う、その事業における女性の職業生活における活
躍に関する情報を定期的に公表しなければならな
い。 

２ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生
労働省令で定めるところにより、職業生活を営
み、又は営もうとする女性の職業選択に資する
よう、その事業における女性の職業生活におけ
る活躍に関する情報を定期的に公表するよう努
めなければならない。 

 
（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の
公表） 
第17条 特定事業主は、内閣府令で定めるところに

より、職業生活を営み、又は営もうとする女性の
職業選択に資するよう、その事務及び事業におけ
る女性の職業生活における活躍に関する情報を定
期的に公表しなければならない。 

 
第４章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置 
 
（職業指導等の措置等） 
第18条 国は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業
の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるも
のとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍
を推進するため、前項の措置と相まって、職業生
活を営み、又は営もうとする女性及びその家族そ
の他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介
その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を
講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事
務の一部を、その事務を適切に実施することがで
きるものとして内閣府令で定める基準に適合する
者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者
又は当該事務に従事していた者は、正当な理由な
く、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしては
ならない。 

 
（財政上の措置等） 
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第19条 国は、女性の職業生活における活躍の推進
に関する地方公共団体の施策を支援するために必
要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努め
るものとする。 

 
（国等からの受注機会の増大） 
第20条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融
公庫その他の特別の法律によって設立された法人
であって政令で定めるものをいう。）の役務又は
物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつ
つ、認定一般事業主その他の女性の職業生活にお
ける活躍に関する状況又は女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な
一般事業主（次項において「認定一般事業主等」
という。）の受注の機会の増大その他の必要な施
策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般
事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策
を実施するように努めるものとする。 

 
（啓発活動） 
第21条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活に

おける活躍の推進について、国民の関心と理解を
深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓
発活動を行うものとする。 

 
（情報の収集、整理及び提供） 
第22条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に資するよう、国内外における女性
の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関
する情報の収集、整理及び提供を行うものとす
る。 

 
（協議会） 
第23条 当該地方公共団体の区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する事務及び事業
を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条に
おいて「関係機関」という。）は、第18条第１項
の規定により国が講ずる措置及び同条第２項の規
定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例そ
の他の女性の職業生活における活躍の推進に有用
な情報を活用することにより、当該区域において
女性の職業生活における活躍の推進に関する取組
が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、
関係機関により構成される協議会（以下「協議
会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団
体の区域内において第18条第３項の規定による事
務の委託がされている場合には、当該委託を受け
た者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認
めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員とし
て加えることができる。 
一 一般事業主の団体又はその連合団体 
二 学識経験者 
三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下
この項において「関係機関等」という。）が相互
の連絡を図ることにより、女性の職業生活におけ
る活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等
の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応
じた女性の職業生活における活躍の推進に関する
取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体
は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公
表しなければならない。 

 
（秘密保持義務） 
第24条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事

務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会
の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな
い。 

 
（協議会の定める事項） 

第25条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織
及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 
第５章 雑則 
 
（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 
第26条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必

要があると認めるときは、第８条第１項に規定す
る一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、
指導若しくは勧告をすることができる。 

 
（権限の委任） 
第27条 第８条から第12条まで及び前条に規定する

厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めると
ころにより、その一部を都道府県労働局長に委任
することができる。 

 
（政令への委任） 
第 28 条 この法律に定めるもののほか、この法律の

実施のため必要な事項は、政令で定める。 
 
第６章 罰則 
 
第29条 第12条第５項において準用する職業安定法

第41条第２項の規定による業務の停止の命令に違
反して、労働者の募集に従事した者は、１年以下
の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

 
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年

以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 
一 第18条第４項の規定に違反した者 
二 第24条の規定に違反した者 

 
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月

以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 
一 第12条第４項の規定による届出をしないで、

労働者の募集に従事した者 
二 第12条第５項において準用する職業安定法第

37条第２項の規定による指示に従わなかった者 
三 第12条第５項において準用する職業安定法第

39条又は第40条の規定に違反した者 
 
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万

円以下の罰金に処する。 
一 第10条第２項の規定に違反した者 
二 第12条第５項において準用する職業安定法第

50条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽
の報告をした者 

三 第12条第５項において準用する職業安定法第
50条第２項の規定による立入り若しくは検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し
て答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

 
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
業務に関し、第29条、第31条又は前条の違反行為
をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又
は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

 
第34条 第26条の規定による報告をせず、又は虚偽
の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。 
 
附則 
 
（施行期日） 
第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

ただし、第３章（第７条を除く。）、第５章（第
28条を除く。）及び第６章（第30条を除く。）の
規定並びに附則第５条の規定は、平成28年４月１
日から施行する。 

 
（この法律の失効） 
第２条 この法律は、平成38年３月31日限り、その

効力を失う。 
２ 第18条第３項の規定による委託に係る事務に従
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事していた者の当該事務に関して知り得た秘密に
ついては、同条第４項の規定（同項に係る罰則を
含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規
定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関
して知り得た秘密については、第24条の規定（同
条に係る罰則を含む。）は、第１項の規定にかか
わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を
有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適
用については、この法律は、第１項の規定にかか
わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を
有する。 

 
（政令への委任） 
第３条 前条第２項から第４項までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置
は、政令で定める。 

 
（検討） 
第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した

場合において、この法律の施行の状況を勘案し、
必要があると認めるときは、この法律の規定につ
いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。 

 
（社会保険労務士法の一部改正） 
第５条 社会保険労務士法（昭和43年法律第89号）

の一部を次のように改正する。 
別表第一第二十号の二十五の次に次の一号を加

える。 
二十の二十六 女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（平成27年法律第64号） 
 
（内閣府設置法の一部改正） 
第６条 内閣府設置法（平成11年法律第89号）の一

部を次のように改正する。 
附則第２条第２項の表に次のように加える。 

平成 38 年３月 31 日 

女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関
する基本方針（女性
の職業生活における
活躍の推進に関する
法律（平成27年法律
第64号）第５条第１
項に規定するものを
いう。）の策定及び
推進に関すること。 
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新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例 
 

                                                                             平成 14 年３月 28 日公布 
                                        新 潟 県 条 例 第 1 3 号 

 目次 
前文 
第１章 総則（第１条－第８条） 
第２章 基本的施策（第９条－第 23 条） 
第３章 新潟県男女平等社会推進審議会（第 24 条－第 32 条） 
第４章 雑則（第 33 条） 
附則 

 
  男女は、すべて人として平等な存在であり、性別による差別的な取扱いを受けることなく、その人権を尊重
されなければならない。そして、個人の尊重と法の下の平等をうたう日本国憲法の下、また、女子に対するあ
らゆる形態の差別の撤廃に関する条約を軸とした国際的な連携の下、男女平等の実現に向けた様々な取組が行
われてきた。しかしながら、今もなお社会の様々な分野で、性別による固定的な役割分担意識や、これに基づ
く制度や慣行が根強く残っている。 

     本県においては、女性の就業率が高く、県内産業の重要な担い手となっているにもかかわらず、意思決定の
場への女性の参画の割合が低い実態が見られる。 

     このような状況に加え、少子高齢化が急速に進展するなど社会経済情勢が激しく変化する時代を迎え、男女
が、互いの人権を尊重し、協力し合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を最大限に発揮できる男女平等
社会の形成が緊要な課題となっている。 

       ここに私たちは、男女平等社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを決意して、この条例を制定す
る。 

 
 

第１章 総則 
 

 （目的） 
第１条 この条例は、男女平等社会の形成に関し、 

基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責 
務を明らかにするとともに、県の施策の基本とな 
る事項を定めることにより、男女平等社会の形成 
を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 
 （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語 

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 (1) 男女平等社会の形成 男女が、性別にかかわ   
り な く 個 人 と し て 尊 重 さ れ 、 社 会 の 対 等 な 構 成   
員 と し て 、 自 ら の 意 思 に よ っ て 社 会 の あ ら ゆ る   
分 野 に お け る 活 動 に 参 画 す る 機 会 が 確 保 さ れ る   
ことにより、均等に政治的、経済的、社会的及   び
文化的利益を享受することができ、かつ、共   に
責任を担うべき社会を形成することをいう。 
 (2)  積極的改善措置  前号に規定する機会に係る

男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお
いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積
極的に提供することをいう。 

 
（基本理念） 
第３条 男女平等社会の形成は、男女の個人として 

の尊厳が重んぜられること、男女が直接であると 
間接であるとを問わず性別による差別的な取扱い 
を受けないこと、男女が個人として能力を発揮す 
る機会が確保されることその他の男女の人権が尊 
重されることを旨として、行われなければならな 
い。 

２ 男女平等社会の形成は、性別による固定的な役 
割分担等を反映した社会における制度又は慣行が 
男女の社会における活動の自由な選択を妨げない 
ようにすることを旨として、行われなければなら 
ない。 

３ 男女平等社会の形成は、男女が社会の対等な構 
成員として、県その他の団体における政策又は方 
針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保 
されることを旨として、行われなければならない。 

４ 男女平等社会の形成は、家族を構成する男女が 
相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活におけ 
る活動と当該活動以外の活動を両立して行うこと 
ができるようにすることを旨として、行われなけ 
ればならない。 

５ 男女平等社会の形成は、生涯にわたる性と生殖 
に関する健康と権利が尊重されることを旨として、

行われなければならない。 
６ 男女平等社会の形成の推進が国際社会における 

取組と密接な関係を有していることにかんがみ、 
男女平等社会の形成は、当該取組を勘案して行わ 

 れなければならない。 
 
 （県の責務）  
第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本 理

念」という。）にのっとり、男女平等社会の形 成
の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。 以
下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責 務
を有する。 

２ 県は、男女平等社会の形成の推進に関する施策 
を実施するに当たり、県民、事業者、市町村及び 国
と連携して取り組むものとする。 

 
 （県民の責務） 
第５条 県民は、職域、学校、地域、家庭その他の 社

会のあらゆる分野において、基本理念にのっと 
り、自ら積極的に男女平等社会の形成に寄与する 
よう努めなければならない。 

２ 県民は、県が実施する男女平等社会の形成の推 
進に関する施策に協力するよう努めなければなら 
ない。 

 
 （事業者の責務） 
第６条  事業者は、その事業活動に関し、基本理念 に

のっとり、自ら積極的に男女平等社会の形成に 寄
与するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、県が実施する男女平等社会の形成の 
推進に関する施策に協力するよう努めなければな 
らない。 

 
 （差別的取扱いの禁止等） 
第７条 何人も、社会のあらゆる分野において、性 

別を理由とする差別的な取扱いを行ってはならな 
い。  

２ 何人も、社会のあらゆる分野において、セクシ 
ュアル・ハラスメント（性的な言動により相手方 
の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手 
方の対応によってその者に不利益を与えることを 
いう。）を行ってはならない。 

３ 何人も、配偶者等及び配偶者等であった者に対 
し、暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動 
を行ってはならない。  

 
 （公衆に表示する情報の留意） 
第８条 何人も、公衆に表示する情報において、前 
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条に規定する行為を助長する表現を行わないよう 
努めなければならない。 

 
 

第２章 基本的施策 
 

 （基本計画） 
第９条  知事は、男女共同参画社会基本法（平成 11 

年法律第 78 号）第 14 条第１項に規定する基本的な
計画（以下「基本計画」という。）を定めるに当た
っては、あらかじめ、県民等の意見を反映すること
ができるよう必要な措置を講ずるとともに、新潟県
男女平等社会推進審議会の意見を聴かなければな
らない。 

２ 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表 
しなければならない。 

３ 前二項の規定は、基本計画の変更について準用 
する。 

 
 （施策の策定等に当たっての配慮） 
第 10 条 県は、男女平等社会の形成に影響を及ぼす 

と認められる施策を策定し、及び実施するに当た 
っては、男女平等社会の形成に配慮しなければな 
らない。 

 
 （広報、啓発活動等） 
第 11 条 県は、広報、啓発活動等を通じて、基本理 

念に関する県民の理解を深めるよう適切な措置を 
講じなければならない。 

 
 （教育の推進） 
第 12 条 県は、学校教育その他のあらゆる教育の分 

野において、男女平等の意識を育む教育を推進す 
るものとする。  

 
 （産業の分野における環境の整備） 
第 13 条  県は、あらゆる産業の分野において、男女 

が性別にかかわらず能力を発揮でき、かつ、適正 
に評価されるよう、必要な環境の整備に努めるも 
のとする。 

 
 （財政上の措置） 
第 14 条 県は、男女平等社会の形成の推進に関する 

施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ず 
るよう努めるものとする。 

 
 （推進体制の整備） 
第 15 条  県は、男女平等社会の形成の推進に関する 

施策を実施するため、必要な推進体制を整備する 
よう努めるものとする。 

 
 （年次報告） 
第 16 条 知事は、毎年、男女平等社会の形成の推進 

に関する施策の推進状況等についての報告書を作 
成し、これを公表するものとする。 

 
 （調査及び研究） 
第 17 条 県は、男女平等社会の形成の推進に関して 

必要な調査及び研究を行うものとする。 
 
 （市町村との協力） 
第 18 条 県は、市町村が行う男女平等社会の形成の 

推進に関する施策の策定及び実施に協力するため、
情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努め
るものとする。 

 
 （県民等の活動に対する支援） 
第 19 条 県は、男女平等社会の形成の推進に関し、 

県民及び事業者が行う活動を支援するため、情報 
の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるも 
のとする。 

 
 （報告の徴収等） 
第 20 条  知事は、事業者に対し、男女平等社会の形 

成の推進に関し必要な事項について報告を求める 

ことができる。 
２ 知事は、前項の報告を取りまとめ、公表するこ 

とができる。 
 
 （附属機関における委員の構成） 
第 21 条 県は、附属機関の委員の選任に当たっては、

男女の委員の数の均衡を図るよう努めるものとす
る。 

 
 （相談の申出） 
第 22 条 県民及び事業者は、性別による差別的な取 

扱いその他の男女平等社会の形成を阻害する行為 
についての相談を知事に申し出ることができる。 

２ 知事は、前項の規定による相談の申出について、 
必要に応じて関係行政機関等と連携して適切な処 
理に努めるものとする。 

３ 知事は、第１項の規定による相談の申出に応ず 
るため、男女平等推進相談員を置くものとする。 

４ 知事は、第１項の規定による相談の申出のうち 
特に必要があると認めるものについては、新潟県 
男女平等社会推進審議会の意見を聴くものとする。 

 
 （施策に関する苦情の申出） 
第 23 条 県民及び事業者は、県が実施する男女平等 

社会の形成の推進に関する施策又は男女平等社会 
の形成に影響を及ぼすと認められる施策について 
の苦情を県に申し出ることができる。 

２ 県は、前項の規定による苦情の申出を処理す る
に当たって必要があると認めるときは、新潟県 男
女平等社会推進審議会の意見を聴くものとする。 

 
 

第３章 新潟県男女平等社会推進審議会 
 

 （設置等） 
第 24 条 この条例によりその権限に属させられた事

項その他男女平等社会の形成の推進に関する重要
事項を調査審議させるため、新潟県男女平等社会推
進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、前項の規定による調査審議を行うほ 
か、男女平等社会の形成の推進に関し必要な事項 
について、知事に意見を述べることができる。 

 
 （組織） 
第 25 条 審議会は、委員 20 人以内で組織する。 
２ 委員は、次に定めるところにより、知事が任命 

する。 
 (1) 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数   
の１０分の４未満とならないこと。 
 (2) 一部の委員は、公募に応じた者とすること。 
 
 （任期） 
第 26 条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が 

欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者 
の残任期間とする。  

２ 委員は、再任されることができる。 
 
 （会長） 
第 27 条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこ 

れを定める。 
２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 
３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行
する。 

 
 （会議） 
第 28 条 審議会の会議は、会長が召集し、会長が議 

長となる。 
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議 

を開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもっ 

て決し、可否同数のときは、議長の決するところ 
による。 

 
 （部会） 
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第 29 条  審議会は、必要に応じ、部会を置くことが 
できる。 

 
 （公開） 
第 30 条 審議会の会議は、公開する。ただし、審議 

会は、個人に関する情報を取り扱う場合その他会 
議を公開することにより公正かつ円滑な議事の運 
営に著しい支障が生ずると認める場合は、会議の 
全部又は一部を公開しないことができる。 

 
 （庶務） 
第 31 条 審議会の庶務は、県民生活・環境部におい 

て行う。 
 
 （委任） 
第 32 条 この章に定めるもののほか、審議会の運営 

に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定め 
る。 

 
第４章 雑則 

 
 （委任） 
第 33 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則 

で定める。 
 
 附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

ただし、第９条、第 22 条、第 23 条及び第３章の規
定は、同年８月１日から施行する。 

 （検討） 
２ 県は、この条例の施行後５年を経過した場合に 

おいて、この条例の施行の状況について検討を加 
え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの 
とする。 
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新潟県における推進体制 
 
 
● 男女平等推進施策調整会議 
 
設置目的 
男女平等社会の形成に関する県の施策を総合的に推進するために設置 

 
所掌事務 

1 男女平等社会の形成に関する基本的な方針の検討及び施策の総合的な推進に関すること 
2 男女平等社会の形成に関する施策の推進に関し関係部局間の調整に関すること 
3 その他男女平等社会の形成に関する施策の推進に関し、必要と認められること 

 
構 成 

 
 

 
調整会議に付議する事項の調整及び調整会議で決定した事項の履行についての確認等を行う。 

 
  

知 事（議 長）

（副議長）

知事政策局長

総務管理部長

県民生活・環境部長

防災局長

福祉保健部長

産業労働部長

観光局長

農林水産部長

農地部長

土木部長

交通政策局長

出納局長

病院局長

企業局長

議会事務局長

人事委員会事務局長

監査委員事務局長

労働委員会事務局長

教育長

警察本部長

関係20部局長

副知事

土木部監理課企画主幹

交通政策局交通政策課企画主幹

出納局管理課長補佐

病院局総務課長補佐

企業局総務課長補佐

議会事務局総務課長補佐

人事委員会事務局総務課長補佐

監査委員事務局監査主幹

労働委員会事務局総務課長補佐

教育庁総務課企画主幹

警察本部警務部警務課企画室長

知事政策局政策課企画主幹

総務管理部人事課長補佐

総務管理部財政課企画主幹

県民生活・環境部県民生活課企画主幹

県民生活・環境部男女平等社会推進課長

防災局防災企画課長補佐

福祉保健部福祉保健課企画主幹

産業労働部産業政策課企画主幹

観光局観光企画課企画主幹

農林水産部農業総務課企画主幹

農地部農地管理課企画主幹

幹事会
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● 男女平等社会推進審議会 
 

「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例」に基づき、平成 14 年 8 月 1 日に設置された。 
 
権  限 
１ 知事の諮問を受けて意見を述べる事項 
（１）男女平等社会の形成に関する重要事項の調査審議 
（２）基本計画（男女共同参画計画）の策定、変更に当たって意見を述べること 
（３）相談の申出について、特に必要があるものについて意見を述べること 
（４）施策に関する苦情の申出について、必要があるものについて意見を述べること 
２ 審議会が自ら意見を述べる事項 
（５）その他男女平等社会の形成の推進に関し知事に意見を述べること 

 
組  織 
委員数：20 人以内 

令和年８月１日現在  20 人（女性 11人、男性９人） 

＊ 男女いずれか一方の委員数が委員総数の 4 割未満とならないようにする。 

＊ 一部の委員は、公募に応じた者とする。 

 
 
 
● 男女平等推進相談室 
 

性別による差別的な取扱いや、男女平等社会の形成を阻害する行為について専門の相談員が相談に

応じる。 

「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例」に基づき、平成 14 年 8月 1 日に開設された。 

 

体  制 

１ 場所：新潟ユニゾンプラザ 

 

２ 相談日及び相談時間 

・ 月曜日～金曜日  11：00 ～ 18：00 

・ 土曜日      10：00 ～ 17：00 

※日曜日、祝日及び年末年始は休み 

 

３ 相談員：３名 

 

４ 相談方法 

電話、面接 

 

５ 特別相談 

弁護士による法律相談（月２回） 

精神科医による心の相談（月１回） 

 



年　号 世界の動き 日本の動き 新潟県の動き

昭和50年 国際婦人年 婦人問題企画推進本部設置

(1975) 国際婦人年世界会議 婦人問題企画推進会議開催

(メキシコシティ） 総理府に婦人問題担当室設置

｢世界行動計画｣採択

昭和51年 国連婦人の十年

(1976)  (1976～1985)

昭和52年 ｢国内行動計画｣策定

(1977) 国立婦人教育会館開館

昭和54年

(1979)

昭和55年 ｢女子差別撤廃条約｣署名

(1980)

昭和60年 ｢国連婦人の十年｣世界会議 ｢国籍法｣改正 婦人青少年課(民生部)に改称

(1985) (ナイロビ) ｢男女雇用機会均等法｣公布 ｢新潟県婦人対策の方向｣策定

｢女子差別撤廃条約｣批准 (S60～S70年度)

昭和62年

(1987)

平成元年

(1988)

平成２年 国連婦人の地位委員会拡大会期 婦人青少年課に婦人係設置

(1990)

平成３年 ｢育児休業法｣公布

(1991)

女性問題協議会を設置

平成４年 初の婦人問題担当大臣任命

(1992)

平成５年 ｢パートタイム労働法｣公布、施行 (財)新潟県女性財団設立(４月)

(1993) 中学校での家庭科の男女必修化

平成６年 総理府に男女共同参画室設置

(1994) 男女共同参画審議会設置(政令)

男女共同参画推進本部設置

高等学校での家庭科の男女必修化

平成７年 第4回世界女性会議(北京) ｢育児休業法｣改正

(1995) ｢北京宣言及び行動綱領｣採択 (介護休業制度の法制化)

｢婦人の地位向上のためのナイロ
ビ将来戦略｣採択

｢西暦2000年に向けて新国内行動
計画｣策定

国連経済社会理事会「婦人の地位
向上のためのナイロビ将来戦略に
関する第１回見直しと評価に伴う
勧告及び結論」採択

新学習指導要領告示（家庭科教育
における男女同一の教育課程）

｢西暦2000年に向けての新国内行
動計画(第１次改定)｣策定

｢にいがたオアシス女性プラン｣策
定(３月)

男女共同参画に関する行政関係年表（国際婦人年以降）

青少年福祉課(民生部)母子婦人係
が婦人問題担当

国連総会｢女子差別撤廃条約｣採択

｢国連婦人の十年｣中間年世界会議
(コペンハーゲン）

｢国連婦人の十年後半期行動プロ
グラム｣採択

国連総会｢女性に対する暴力の撤
廃に関する宣言｣採択

女性児童課(民生部)に改称し、課
内に女性政策推進室設置
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年　号 世界の動き 日本の動き 新潟県の動き

平成８年

(1996)

「男女共同参画ビジョン｣答申

新潟ユニゾンプラザ開館(８月)

平成９年 男女共同参画審議会設置(法律)

(1997) 「男女雇用機会均等法｣改正

「介護保険法｣公布

平成11年

(1999)

平成12年  

(2000)

平成13年 男女共同参画会議設置

(2001) 内閣府に男女共同参画局設置

「育児・介護休業法｣改正

第１回男女共同参画週間

平成14年

(2002)

男女平等推進相談室開設(８月)

平成15年

(2003)

「男女共同参画基本計画｣策定
（12月）

男女共同参画推進連携会議(えが
りてネットワーク)発足

｢ニューにいがた女性プラン｣策定
（３月）

改組して女性政策課(環境生活部)
設置

「男女共同参画2000年プラン」策
定

国連特別総会｢女性2000年会議｣
(ニューヨーク)

「ストーカー行為等の規制等に関
する法律｣公布、施行

｢政治宣言｣､｢北京宣言及び行動綱
領実施のための更なる行動とイニ
シアティブ｣（成果文書）採択

「児童虐待の防止等に関する法
律｣公布、施行

「人権教育及び人権啓発の推進に
関する法律｣公布、施行

 「男女共同参画社会基本法｣公
布、施行

「新潟県男女平等社会の形成の推
進に関する条例」制定(３月)、施
行

「食料・農業・農村基本法｣公
布、施行

※H14.4、「男女平等推進施策調
整会議」に改組

｢新潟・新しい波 男女平等推進プ
ラン(H13～17年度)｣策定(３月)

「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律｣施行

女性政策推進調整会議（議長：知
事）設置（７月）

閣議決定｢仕事と子育ての両立支
援策の方針について｣

男女共同参画推進本部決定｢女性
のチャレンジ支援策の推進につい
て｣

「次世代育成支援対策推進法｣公
布、施行

「少子化社会対策基本法｣公布、
施行

男女平等社会推進課(県民生活・
環境部)に改称

新潟県男女平等社会推進審議会設
置（８月）

男女平等推進施策調整会議（議
長：知事）設置（４月）
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年　号 世界の動き 日本の動き 新潟県の動き

平成16年

(2004)

「配偶者暴力防止法｣改正

平成17年 「育児・介護休業法｣改正

(2005)

平成18年

(2006)

「男女雇用機会均等法｣改正

平成19年 「配偶者暴力防止法｣改正

(2007) 「パートタイム労働法｣改正

平成20年

(2008)

平成21年 「育児・介護休業法｣改正

(2009)

平成22年

(2010)

平成23年

(2011)

平成24年

(2012)

平成25年

(2013)
「配偶者暴力防止法｣改正

平成26年

(2014)

男女共同参画基本計画（第２次）
策定(12月)

第49回国連婦人の地位委員会/
『北京＋10』閣僚級会合(ニュー
ヨーク)

「女性の再チャレンジ支援プラ
ン｣策定

男女共同参画推進本部決定｢女性
国家公務員の採用・登用の拡大等
について｣

「ハッピー・パートナー企業（新
潟県男女共同参画推進企業）」登
録制度開始（７月）

「女性の再チャレンジ支援プラ
ン｣改定

男女共同参画推進本部決定｢国の
審議会等における女性委員の登用
の促進について｣

｢新潟県男女共同参画計画(男女平
等推進プラン)(H18～24年度)｣策
定(３月)

県の各所属に「男女共同参画推進
員」設置（10月）

第54回国連婦人の地位委員会/
『北京＋15』記念会合(ニュー
ヨーク)

UN Women（ジェンダー平等と女性
のエンパワーメントのための国連
機関）正式発足

男女共同参画基本計画（第３次）
策定(12月)

｢新潟県ワーク・ライフ・バラン
ス推進共同宣言｣実施(10月)

「仕事と生活の調和(ワーク・ラ
イフ・バランス)憲章｣及び｢仕事
と生活の調和推進のための行動指
針｣策定

男女共同参画推進本部決定「女性
の参加加速プログラム｣

「次世代育成支援対策推進法｣改
正

｢第２次新潟県男女共同参画計画
(男女平等推進プラン)(H25～28年
度)｣策定(７月)

「『女性の活躍促進による経済活
性化』行動計画～働く『なでし
こ』大作戦～」策定

内閣に「すべての女性が輝く社会
づくり本部」設置

「日本再興戦略」閣議決定（成長
戦略の中核に「女性の活躍推進」）

（財）新潟県女性財団が公益財団法
人新潟県女性財団へ移行（４月）
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年　号 世界の動き 日本の動き 新潟県の動き

平成27年

(2015)

平成28年 「育児・介護休業法｣改正

(2016) 「男女雇用機会均等法｣改正

「女性活躍推進法」完全施行

平成29年

(2017)

平成30年

(2018)

令和元年

(2019)

「女性活躍推進法」改正（５月）

「政治分野における男女共同参画
の推進に関する法律」公布、施行
（5月）

「女性活躍推進法」公布、施行

男女共同参画基本計画（第４次）
策定(12月)

｢にいがたイクボス促進共同宣言｣
実施(7月)

性犯罪・性暴力被害者のためのワ
ンストップ支援センター（性暴力
被害者支援センターにいがた）設
置（12月）

第59回国連婦人の地位委員会/
『北京＋20』(ニューヨーク)

｢第３次新潟県男女共同参画計画
(男女平等推進プラン)(H29～R3年
度)｣策定(3月)
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